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開議 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（永田義昭君） おはようございます。これから、本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 一般質問 

○議長（永田義昭君） 日程第１、一般質問を行います。 

 順番に発言を許します。なお、発言者において、項目ごとの質問を終わるときは、

その旨を申し出てください。 

 ６番、三浦議員の発言を許します。三浦議員。 

○６番（三浦賢治君） 皆さん、おはようございます。ただいま議長よりご指名をいた

だきました６番議員の三浦でございます。一般質問の本日トップとして機会を与え

ていただきまして、大変栄光に思います。よろしくお願いいたします。 

今月の９日の熊日紙面で、食の関連産業で地域の活性化ということで、県南フー

ドバレー構想が掲載されていました。県南地域の資源である豊かな農林水産物を活

かし、食関連の企業や研究機関を集めて地域の活性化を図るということで、八代市、

芦北町、水俣市などが食品関連企業の誘致や企業の農業参入の状況を掲載されてい

ます。このように、今後は町の情報を発信することが重要になってくると思います。

特に、熊日紙面のローカルワイド県南版の部分では、芦北町やあさぎり町などが町

の話題を提供され、地域の活性化につながっています。氷川町の話題はほとんどあ

りません。氷川町ももう少しメディアを活用して町の情報を発信していくことで氷

川町の認知度も上がり、衰退した農業に活力が生まれてくるのではないかと思って

いますので、ぜひともメディアを活用していただき、氷川町をアピールしていただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

さて、私の一般質問は、社会福祉協議会の竜北福祉センターと宮原福祉センター

の統合について質問いたします。平成の大合併から１０年を経過し、各市町村では

今公共施設を解体か存続か、存続すれば耐震性の問題、それと保育所の民営化、財

政の健全化など緊急の課題が山積みしています。これらは、みんな財源に絡んでく

ると思われます。厳しい財政改革を乗り切ることが重要課題となっています。 

そこで、町長が改革に取り組む熱意や決断が必要とされる時代に来ています。皆

様もご存じのことと思いますが、歴代の改革の三本の指に入ると言われています江

戸時代の君主の、名君と言われている米沢藩９代藩主、上杉鷹山であります。上杉

鷹山は、江戸からはるか離れた地方の藩主として、再建不能と言われるまでに破た

んした藩財政を立て直した人で、現在でもその政経の手綱は高く評価され、多くの

著名人の方々が経営哲学を尊敬されています。やはり改革を進めるには痛みも伴い
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ますが、それに負けない信念と決断が必要ではないかと思います。今回、改革の一

つとして社会福祉法人氷川町社会福祉協議会の竜北福祉センターと宮原福祉センタ

ーの統合についてお伺いいたします。 

それでは、通告に従いまして、まず最初に（ア）についてご質問いたします。地

域の人々が住み慣れたまちで安心して生活することができる「福祉のまちづくり」

の実現を目指して、さまざまな事業活動が行われております。宮原福祉センターで

は、現在どのような事業が行われていますか。また、合併の際に協議会では社協の

取扱いについて、どのような協議が行われましたか、答弁お願いいたします。 

次に、（イ）について、健康弱者の方が可能な限り自立した日常生活ができるよ

うに、デイサービス事業、訪問介護事業、地域包括センター事業が行われています

が、「介護保険」と「受託者分」があります。どのような事業内容か、民間の介護

施設で介護サービス事業があります事業内容は同じか、答弁願います。 

次に、（ウ）について、健康増進と心の癒しを求めて、竜北社会福祉センターと

宮原センターで入浴サービス事業が行われています。近隣の小川町や東陽、千丁に

入浴サービスができ、利用者の減少などで経営状態は厳しいものと思われます。現

在の状況で、費用対効果はあるのかお伺いいたします。 

最後に、（エ）について説明します。経営の合理化を図るため、竜北社会福祉セ

ンターと宮原福祉センターを統合する改革はあるのか。それと、介護事業をどう考

えているのか。今、民間企業が介護事業に参入している企業が多くあり、民営化に

移行することはできないのか。町長の見解をお聞きいたします。 

以上で私の一般質問の趣旨説明を終わります。執行部におかれましては、簡潔明

朗な答弁をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（永田義昭君） 三浦議員の質問事項、氷川町社会福祉協議会の竜北福祉センタ

ーと宮原福祉エンターの統合についての（ア）から（エ）までの答弁を求めます。 

○健康福祉課長（山下 剛君） まず、（ア）のご質問でございますけれども、宮原福

祉センターでは、現在どのような事業が行われていますかとのご質問でございます。 

社会福祉協議会が取り組まれております介護保険事業の中で、宮原福祉センター

にデイサービス宮原とヘルパーステーション氷川の事業所が置かれています。 

デイサービス宮原は、竜北福祉センターにあるデイサービス竜北と同様に、介護

保険事業であるデイサービス事業と町の委託事業の生き甲斐対応型デイサービス事

業に取り組まれています。 

ヘルパーステーション氷川は、利用者が可能な限り自立したその人らしい日常生

活を営むことができるよう、身体介護、生活援助などの必要なサービスを提供する

介護保険事業の居宅介護等事業や障がい者のホームヘルプ事業に取り組まれていま
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す。また、介護予防事業として、健康器具を使ったフリートレーニング事業に利用

しています。 

次に、合併の際に協議会では社協の取扱いについて、どのような協議が行われた

かというご質問でございます。平成１７年１０月の２町合併に係る町の合併協議会

において、公共的団体等の取扱いについての協議の中で、「公共的団体等について

は、新町の速やかな一体性を確保するため、原則として合併時に統合するものとす

る」とされ、社会福祉協議会について、２町の社会福祉協議会は、合併時に統合す

るという調整方針が出され、２町合併と同時に合併されております。 

続きまして、（イ）のご質問についてお答えをいたします。まず、デイサービス

事業、訪問介護事業、地域包括支援センター事業の内容についてご説明いたします。

介護保健事業でのデイサービス事業は、送迎による施設での食事や入浴、レクリエ

ーションなどの自立支援に係るサービスの提供があり、町からの受託分として介護

保険制度開始以前から利用され、介護認定を受けられていない方への生き甲斐デイ

サービス事業があります。訪問介護事業では、利用者が可能な限り自立したその人

らしい日常生活を営むことができるよう、居宅での身体介護、生活援助等の必要な

サービスを提供するものです。地域包括支援センターは、介護保険法に基づき氷川

町包括的支援事業実施に関する委託について契約しております。事業は、介護予防

ケアマネジメント業務、総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマ

ネジメント支援業務です。なお、民間の介護施設で実施されていますデイサービス

事業や訪問介護事業も介護保険法に基づくサービス提供であり、事業内容は同じで

ございます。 

続きまして、（ウ）のご質問についてお答えをいたします。竜北社会福祉センタ

ーと宮原福祉センターで行っております施設利用について、現在の状況を申し上げ

ます。利用者数は年々減少傾向にあり、平成１８年度と比較して平成２５年度の竜

北福祉センター入浴利用者数は１万４,０８２人減の５万１,８３４人、同じく宮原

福祉センターは１万１,３２１人減の１万２,４４２人となっております。総経費で

比較しますと、平成２５年度の竜北福祉センターの収入は１,６６４万３,１２９円

に対し、支出合計は５,１２０万５,６７３円。宮原福祉センターの収入は２５０万

７,９５０円に対し、支出合計は１,４９５万６,５５１円となっております。決算

上は大幅な赤字となっておりますが、福祉センターはその設置目的として、地域住

民の福祉の増進及び交流の場、高齢者の生き甲斐と健康づくりを支援し、介護予防

の推進を図ることを目的として設置されたものでございます。費用対効果としまし

ては、地域福祉の増進を図る施設として活用されており、効果があるものと考えて

おりますが、赤字の幅が大きく、今ある施設の利用促進を図っていきたいと考えて
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おります。 

以上で、答弁を終わります。 

○議長（永田義昭君） 町長。 

○町長（藤本一臣君） 三浦議員の（エ）の質問につきまして、お答えをいたしたいと

思っております。竜北福祉センターと宮原福祉センターの統合についてのお尋ねで

あったと思いますし、それぞれ介護保険事業等々の今後のあり方についてのお尋ね

だったと思っております。 

ただいま課長からも少しサービスにつきましては触れたかと思っておりますけど

も、デイサービス事業につきましては、今２カ所で行っております。そこには当然

社協の職員を配置して何かしら提供しているわけでございますが、そのことにつき

ましては、社協のほうでも、これまで議論を重ねてまいりました。事業の見直し、

それから財政再建という部分から、ここ２年間ぐらい社協の中でそれぞれ第三者も

交えて検討を重ねてまいりました。デイサービスにつきましては、その方向性とし

ましては、来年度、平成２８年度から統合して１カ所でサービスを提供してはどう

かという提言がなされておりまして、それを受けまして、今後どうするかという判

断をしていかなければならないと思っております。 

また、その他の介護事業につきましても、今民間の施設が増えてまいりました。

そのサービスの提供をする事業所もたくさんあるわけでございまして、その中で社

会福祉協議会がどこまでその事業を担っていくのか、担わなければならないのかと

いう部分をやはり精査をする時期に来ているのかなと思っております。民間ででき

ることはしっかり民間でやっていただく。しかし社協でなければできない、そうい

った介護保険事業もあるかと思っておりますので、そういった部分につきましては、

しっかりと社協がその役割を担っていくという住み分けをしてまいりたいと思って

おります。そういった事業のまずは住み分け、見直しを今進めているところであり

まして、その事業の再編状況を見ましたうえで、その施設の統合、あるいは事業所

の統合という部分が議論されてくるのかなと思っております。 

いずれにいたしましても、我が町には福祉センターが２カ所あるわけでございま

して、じゃあ１カ所のサービスに統合した場合、残りの１カ所をどう使っていくの

かということもしっかり考えていかなければなりません。そういった意味で、平成

２７年度におきまして、公共施設の管理運営計画を作ることといたしております。

予算計上もさせていただいておりますけども、そういった中でしっかりと議論を進

めてまいりたいと思っております。 

○議長（永田義昭君） 三浦議員。 

○６番（三浦賢治君） ただいま山下課長、また町長、答弁ありがとうございました。
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今、町長の聞いた話では、来年度統合に向けてしっかりと協議をしていくという話

でございました。山下課長に一つお伺いしたいと思いますが、（ア）の部分で、平

成１７年１０月に２町合併時に協議会において合併時に統合されましたが、その後

竜北福祉センター、宮原社協センターの統合について協議をされておりますか。 

それと、合併協議の中で、社協については竜北社会福祉協議会、宮原町社会福祉

協議会は合併当時に統合するとこの話し合いの中では示されておりますけども、こ

れはあくまでも社協が合併して、今の事業所はまだ統合するという話までは至って

いなかったということですね。それでいいですか。 

○議長（永田義昭君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山下 剛君） 氷川町社会福祉協議会におかれましては、平成１７年

１０月に合併をされまして、事業の見直しをその協議会の中でされました。翌年４

月にケアマネジメント竜北と宮原が事業所統合ということで、ケアマネジメント氷

川として竜北福祉センターに置かれておりますし、５月にはヘルパーステーション

竜北と宮原が事業所統合されまして、ヘルパーステーション氷川として宮原福祉セ

ンターに置かれています。デイサービス事業につきましては、そのまま竜北、宮原

の事業所に置かれています。 

以上です。 

○議長（永田義昭君） 三浦議員。 

○６番（三浦賢治君） （ア）については、私も資料なり勉強しまして、その後は協議

もされていないと、私はそう思っているわけでございますので、それはもうそれと

していいので、次に（イ）にまいりたいと思います。 

介護保険事業の中で、通常介護事業はデイサービス宮原、それにデイサービス竜

北事業所に契約者は何名おられますか。 

○議長（永田義昭君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山下 剛君） 契約者は何名かということでございますが、平成２５

年度末の実績でございますけれども、デイサービス宮原では２５名、デイサービス

竜北では２３名となっております。 

以上です。 

○議長（永田義昭君） 三浦議員。 

○６番（三浦賢治君） 生き甲斐対応型デイサービス事業、町受託事業について、デイ

サービス宮原・竜北に何名おられますか。この町受託分というのは、デイサービス

に来られて、その人の分だけを町が払われるんですか、どうですか。 

○議長（永田義昭君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山下 剛君） 生き甲斐対応型のデイサービス事業につきましては、
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介護保険事業ではなく町の委託事業となっております。ただ、サービスの内容につ

きましては、介護保険の対象になられてデイサービスを利用される方々と内容は一

緒でございます。そして、登録者数といいますか、数字でございますけれども、デ

イサービス宮原に４名、竜北に１名、生き甲斐対応型のデイサービス事業を受けら

れておられます。 

内容につきましては、これは平成１２年に介護保険制度が始まりまして、介護保

険法に基づくデイサービスが開始されましたけれども、それ以前までデイサービス

事業というのはあったわけで、それを利用されていた方々につきまして、継続して

使っていただくということで現在まで来ておりますけれども、新規の方については

受け入れておりません。介護保険に適用になられたら、そちらのほうでご負担をい

ただくと。この生き甲斐デイサービスにつきましては、１回当たり８００円のご負

担はいただいております。 

以上です。 

○議長（永田義昭君） 三浦議員。 

○６番（三浦賢治君） それから総合相談支援事業として、福祉や医療、認知の相談な

どがあると思いますが、大体私の聞いておる範囲内では、非常によく相談に乗って

くれるという非常に良い評判を持っておりますが、大体、年間あたりでも結構です

けども、どれくらいの相談があるのか。その中で、福祉・医療・認知症という相談

の中で、何が一番多く相談があるかがわかられれば教えていただきたいと思います。 

○議長（永田義昭君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山下 剛君） 総合相談支援事業というものでございますが、こちら

地域包括支援センターで行っておる分でございますけれども、相談件数につきまし

ては、平成２５年度の実績で延べ３,２９７件ございました。そのうち、認知症に

関するご相談が多く、６３８件となっております。 

以上です。 

○議長（永田義昭君） 三浦議員。 

○６番（三浦賢治君） この総合相談支援事業として福祉や医療、認知症の相談が３,

０００件以上あるということは、その中の認知症６３５件ですか、あるちゅうこと

は、大変高齢化が進んでいるんじゃないかなと思っておりますけれども、これはし

っかりと取り組んでいっていただきたいと思います。 

（ウ）についてですが、私はこの（ウ）について一般質問をしたのは、本来なら

ば社会福祉協議会のことですので、なかなか役場と直接の関わりはないと思いまし

たんですけども、この入浴については一般財源が投入されているわけですね。先ほ

ど課長が説明の中でも、非常に客数が減少しているという説明もありましたけども、
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今現在、竜北福祉センター、宮原福祉センターで入浴事業が行われていますが、入

浴者数は竜北、宮原で町内、町外の利用者数は把握されておりますか。結局は氷川

町の人の入浴、それと一般から来られる、町外から来られる方の入浴の把握はでき

ておりますか。 

○議長（永田義昭君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山下 剛君） 入浴者数といいますか、お答えしたいと思うんですけ

ども、平成２５年度の入浴者数ですけれども、竜北福祉センターが５万１,８３４

名、宮原福祉センターは１万２,４４２名となっております。お尋ねの町内・町外

の方の利用者数というものは、すみません、把握をしておりません。 

以上です。 

○議長（永田義昭君） 三浦議員。 

○６番（三浦賢治君） これが一番問題なんですよ。私もたまにはこの竜北の福祉セン

ターに入浴に行きますけども、ほとんどの方が町民の方ではないんです。ほとんど

町外の人が多いんです。なぜ私がわかるかといえば、行けばわかります。町内の方

は１日何名かです、来られるのは。それでやっぱりどんなに高くても、この入浴と

いうのは、一定の金額を決めれば高くても入るんです。私たちが小川、東陽行きま

すけれども、入るんですよ。もう少し、こういう料金、あとでまたお話はしますけ

ども、料金の値上げというのは、やっぱり必要じゃないかと思っております。この

ことについては、まだあとで出てきますのでまたしますけども。 

それと、先ほど課長が言われましたように平成２５年度で収入が１,６６４万３,

１２９円ですね。支出が５,１２０万５,６７３円ですよね。もうここですでに赤字

て言ったら変な話になりますけども、３,４５６万２,５４４円が赤字になっとるん

ですよ。それと、宮原が収入が２５０万７,９５０円に対して、支出は１,４９５万

６,５５１円ですよ。これもやっぱり赤字幅が多い。もう少しやっぱり料金あたり

を上げる必要があったんじゃないかなと思っております。そして平成２７年度の予

算として、竜北センター予算５,３３８万４,０００円に対して、収入１,５７１万

９,０００円ですよね。ここでもう不足が３,７６５万５,０００円発生してくるわ

けです。これは、恐らく当初予算ですので、まだ燃料が上がればまた６月、９月、

１２月中補正を組まなくちゃいけないようになります。今油はどんどんまた上がり

よります。やっぱ宮原も一緒なんですね。収入２７９万円に対して、支出が１,６

２３万２,０００円。これもまた問題。宮原は今２００円ですよね。２００円でお

風呂なんかに入られるところはどこもありませんよね、今行っても。やっぱりこう

いうことをもう少ししっかりと取り組んで、この当初予算組まれる中で議論をして

いくべきだったんじゃないかなと私は思っておりますけども、こういう不足金額が
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出てくるということは、ただ全課長さんたちが真剣にこの予算編成をするとき、課

長が予算編成をするとき、みんなと一緒になって、これはおかしいじゃないですか

っていうことをみんなで話して副町長なり町長なりに強く求めて値上げしましょう

やとか、いろんな協議をしていかないと、いつまで経ってもこの改革はできません

よ、本当に。やっぱり町長を支えるということは職員の課長さん、この氷川町の職

員の方がみんなが支えてやって、町長これはだめですよて、これはこうしましょう

と言ってやれば、町長も副町長もああ、そぎゃんかいねってなるかもしれませんけ

ど、ただ町長が言われるのを待っとっても、この氷川町はよくなりませんよ、はっ

きり言って。私はいつもそう思っております。自分の担当課の部署のことだけを一

生懸命すればいいという問題じゃありません。みんな一丸となって、改革するとこ

ろは改革するようにしていかなければならないと思っておりますので。 

そこで私は、今デイサービスがありよりますけど、このデイサービスは、やっぱ

り健康増進のために続けにゃいかん、お風呂も続けにゃいかん、だけど、やっぱり

こういうことを、赤字を解消するためには今の一般入浴の廃止あたりも検討された

らどうですか、課長。この入浴について、なかなか廃止しますということは言われ

ないと思いますけども、そこら辺のところ、考え方があれば、課長の答弁お願いし

ます。 

○議長（永田義昭君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山下 剛君） 廃止してはどうかというようなご質問なんでございま

すが、２町合併によりまして、そのまま２つの福祉施設を維持管理してきているわ

けですけれども、議員ご指摘のとおり利用者数の減少もあって、経費に見合う収入

はあっていないのが現状でございます。地域住民の福祉の増進を目的とした施設で

ありますが、その維持管理につきましては、公設民営も視野に入れて検討していき

たいと考えております。 

以上です。 

○議長（永田義昭君） 三浦議員。 

○６番（三浦賢治君） 今、課長より、民営化も視野に入れて検討していくという答弁

をいただきまして、今から、その協議をされていくと思っておりますので、この入

浴については、しっかりと全課長さん、協議をしていっていただきたいと思います。 

それと、今燃料代なんですけども、収入よりも灯油代が高いですよね。竜北セン

ターの灯油、宮原の重油、非常に収入よりも灯油代が高いということはちょっと疑

問にも思いますけれども、これはもう燃料の油値上がりによるものだとは思います

けれども、今は平成２７年度当初予算で石油店からこの灯油、重油の価格見積りを

とっておられると思いますが、何業者から見積りをいただいておられますか。 
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○議長（永田義昭君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山下 剛君） 燃料の見積りについてですけれども、竜北福祉センタ

ーは２社でございます。宮原福祉センターは町内１社となっております。 

以上です。 

○議長（永田義昭君） 三浦議員。 

○６番（三浦賢治君） 今課長の答弁では、竜北センターのほうが２社、宮原センター

のほうが１社と今答弁をされましたけども、私が調べたところでは、石油屋さんは

大体５社ぐらいおられるんじゃないかなと思います。外資系の油屋さんが２社おら

れまして、この竜北に入れられる業者さん、宮原に入れられる業者さん、これは地

元事業者の育成ということも考えておられるんじゃないかなと思いますけども、こ

の竜北の燃料を入れられる２社というのは、恐らく２社で入れられてるということ

は半年ずつだろうと思うんですね。すと、私たちから見れば独占企業としか見えな

いんですね。半年間なら半年間で切り替わっていきますので、独占企業じゃないか

なと思いますし、宮原の重油については、もうこれは誠に独占企業と一緒です。見

積りも１社しかとっておられないということで、やっぱり改めるところは改めて、

どんなに外資系だろうが見積りあたりはピシッととって、するべきじゃないかなと

思っておるところでございます。だけど、大きい油屋さんにすれば、やっぱり燃料

の価格の変化で高くなったり安くなったりするのは地元の業者さんも同じとは思い

ますけれども、これから見れば、あまりにも独占企業みたいなやり方じゃないかな

と思いますので、今後この燃料についても、やっぱり外資系の油屋さんも固定資産

を氷川町に払っておられますので、そこら辺も視野に入れて、しっかりこれから検

討を進めていっていただきたいと思います。 

次に、先ほども入浴の話をしましたが、今入浴使用料は、とにかく今竜北福祉セ

ンターでは６５歳以上が２５０円ですね。そと、町外が３００円ですよね。ばって

ん、この３００円ていうのは町外の方も町内の方ももうわかりません、はっきり言

って。入場券を切って受付けの方がおられます。お宅は町内ですか、町外ですかと

いうことも聞かれないと思います。確かにですね。それで、こういうやつも、町

内・町外問わず５００円は５００円というような設定をしていけば、あと２５０円

アップしますので、幾分かのプラスになるんじゃないかなと思います。ここで、平

成２７年度編成、この燃料代とかいろいろ編成に対して値上げの協議をされました

か。課長にお伺いいたします。 

○議長（永田義昭君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山下 剛君） 入浴料金使用料等についての検討をしましたかという

ご質問でございますけれども、平成２７年度の予算編成に際して、値上げの協議が
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なされたかということですが、当初予算の編成時には値上げの検討はいたしており

ません。平成２６年４月から消費税が８％となるにあたりまして、公共施設の使用

料について検討を行っております。そして、消費税１０％の段階で検討する予定と

いうことで、現在据え置きの状態であります。 

以上です。 

○議長（永田義昭君） 三浦議員。 

○６番（三浦賢治君） 据え置きの状態、協議はされていないというお話でございまし

たが、この件について、料金とはちょっとかけ離れるかもしれませんけど、先ほど

課長にお尋ねすればよかったんですけど、同じやつですので、ちょっとお話をした

いと思いますが。今現在、デイサービス、先ほど契約者も言われましたけど、大体

竜北センターが多くて２０人の契約に対して１３名ぐらいらしいです。そすと宮原

についてはもう少し減りますというお話がありました。私これはもう朝からちょっ

と行って勉強をさせていただきましたけども、このデイサービス、一般入浴であり

ますけど、このデイサービスにはお湯はつきものですよね。これがないと何もでき

ませんよね。やっぱり、今ここで１３名ぐらい、それと宮原で１０名ぐらいでしょ

うということで２３名。２３名、ここで１０名、１３名ぐらい入れておられる。朝、

８時半からボイラーが入る。ここのデイサービスは３時にはもう終わります。すと、

一般入浴があれば夜の１０時までボイラーを回さなきゃいけない。この一般入浴を

やめて宮原と統合すれば、宮原の燃料代、管理費が浮いてくるんです。今の赤字分

が全くなくなるんです。全くとは言いませんけども、なくなるんです。それで、デ

イサービスはこれはもうしなくてはいけません。ここでやってる以上はですね。そ

れで、一般入浴をやめていただいて、デイサービスだけをすれば３時にはお湯沸す

ボイラーは止まるんです。そういうやつも視野に入れて、やっぱり考えるべきじゃ

ないかなと思います。課長さんたちも社会福祉協議会とはかけ離れておりますので、

部署が違いますので、その点はなかなか難しいところもあると思いますけども、や

っぱり一般財源が投入されている以上は、そこまでしっかり考えてやっていただき

たいなと思います。これから課長、どうですか、そういう検討もしっかりとやって

いただけますか。 

○議長（永田義昭君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山下 剛君） 福祉センターを含めまして、公共施設の使用料金につ

きましては、適切な料金となるようしっかり協議してまいりたいと考えております。 

以上です。 

○議長（永田義昭君） 三浦議員。 

○６番（三浦賢治君） 先ほども私は竜北センター、宮原センター、一般会計が使われ
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ていますので、課長さんたちも真剣に、このことについてはしっかりと協議をして

もらいたいということを言いましたけども、再度、皆さんで協議をしていただきた

いと思いますが、課長、どうですか。何遍もくどく言うようですけども、しっかり

とこの件についてはいろんな課長会議あたりを利用してやっていただきたいなと思

いますが、どうですか。 

○議長（永田義昭君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山下 剛君） 先ほども申し上げましたとおり、今現在は据え置きと

いうスタンスでおりますけども、ご質問にもありましたとおり、大幅な赤字といい

ますか、収支のバランスが悪うございます。福祉目的ではございますけれども、福

祉センターにつきましても料金等の設定につきましても検討していかなくてはいけ

ないというものと私も考えております。ただ、公共施設料金につきましては、消費

税等の値上げも予定されてるということなもんですから、先ほど申し上げましたよ

うに、１０％のときに再度考えましょうということで現在はおりますけれども、先

ほどの答弁と変わりませんが、しっかり協議はしていきたいと考えております。 

以上です。 

○議長（永田義昭君） 三浦議員。 

○６番（三浦賢治君） 最後に、町長にお願いなり要望をして終わりたいと思っており

ます。先ほど町長答弁の中で、来年度、社会福祉協議会のほうでも統合ということ

を検討に入れているというような答弁でもございました。やっぱり、この改革とい

うのはなかなか町長一人でもできない。やっぱり皆さんの後押しというか、みんな

が一つになってやれば町長も非常にやりやすくなるんじゃないかと思います。今後、

この問題については、しっかりと協議をしていただいて、ぜひ、これを統合という

ことで一つの事業所として行われるようにお願いをしておきたいと思います。 

最後に、町長の決意をお願いいたします。 

○議長（永田義昭君） 町長。 

○町長（藤本一臣君） 決意ということでございますけれども、先ほど冒頭申し上げま

したとおり、まずは事務事業の見直しを進めているところでありまして、１カ所で

できるサービスは１カ所で提供しましょうという方向性を今見出したところでござ

います。最終的に判断するのは町でございますので、判断はしてまいりますが、問

題はその施設の統合という話になりますと、またこれは別の話でございまして、先

ほど言いましたとおり、公共施設の今後どういった管理・運用をしていくのかとい

う中で、しっかりと議論をなされるべきだろうと思っております。あわせまして、

先ほど入浴料金その他の話がございましたけども、これまでも随時検討はしてきて

ございますし、必要な改正は行ってきております。現在に至っているところでござ
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いまして、何も協議をしてないということでもございませんし、先ほど言いました

とおり消費税アップのときも大いに議論をいたしましたけれども、やはり住民の皆

様あたりの負担を考えて、１０％に上がる段階でまた再度協議をしましょうという

結論を出したわけでございまして、いずれにいたしましても事務事業、それからこ

の施設の管理運営等に関連がある話でございますので、これからしっかりと協議を

してまいりたいと思っております。 

○６番（三浦賢治君） ありがとうございました。これで私の一般質問を終わらせてい

ただきます。ありがとうございました。 

○議長（永田義昭君） 以上で、三浦議員の一般質問を終わります。 

ここで１０分間休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５１分 

再開 午前１０時５８分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（永田義昭君） 休憩前に引き続き再開します。 

次に、８番、片山議員の発言を許します。片山議員。 

○８番（片山裕治君） 皆さん、おはようございます。８番議員、片山裕治でございま

す。通告に従いまして、質問に入らせていただく前に、米村議会運営委員長並びに

永田議長の許可をいただきましたので、第１項目目の氷川町総合型地域スポーツク

ラブについての質問を取り下げます。 

早速、２項目について質問いたします。１項目、氷川町消防団の行方不明者捜索

活動について。２月の行方不明者捜索では、故人には残念な結果になり、心よりご

冥福をお祈りいたします。捜索活動におきましては、氷川警察署、氷川町、氷川町

消防団、八代消防署、地域の方、延べ１,５００名の捜索活動にご協力いただいた

ことに心強く思い、また心より感謝申し上げる次第であります。 

さて、氷川町におきましては、行方不明者捜索に関する要綱は作成されていませ

んが、これを機に「氷川町行方不明者捜索に関する要綱」の作成を検討されたらど

うでしょうか。 

２項目、友好町との交流について。大空町との交流は、旧宮原町歯科医、尾上院

長と東藻琴村牧場経営、厚海さんとのご縁がきっかけで、旧町村の交流が始まりま

した。両町村の合併後も氷川町、大空町が誕生したことから、平成１８年７月、友

好町提携の再調印され、現在中学校を対象としたふれ愛スタディ、青壮年の農業者

育成交流、地元食材を活用し料理を通じた町民交流、また平成２４年８月には、藤

本町長と山下町長により友好町提携１０周年を契機として、災害時相互応援協定が
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締結されていますが、大空町との交流事業の効果と今後についてお尋ねいたします。 

以上、２項目について答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（永田義昭君） 片山議員の質問事項が３項目ありましたが、１項目の取り下げ

の申し出がありました。よって、２項となりましたが、１項目ずつ行います。 

質問事項２、氷川町消防団の行方不明者捜索についての答弁を求めます。総務課

長。 

○総務課長（陳野信次君） 行方不明者捜索に関する要綱を作成したらどうかという提

案でございます。現在、氷川町では行方不明者の捜索に関しましては、具体的な取

扱いを規定いたします要綱等は定めておりません。捜索依頼がありましたときに、

その都度関係者が集まりまして、対策を立てているところでございますが、捜索を

依頼するほうもされるほうも、お互いが相手を理解いたしまして、組織的かつ安全

に捜索活動ができますように要綱等の制定を検討したいと考えております。 

以上です。 

○議長（永田義昭君） 片山議員。 

○８番（片山裕治君） 消防団員の去年からですか、防災服ができまして、活動がしや

すく、見た目もよく、安心感もあり、消防活動服の導入は良かったと思います。そ

ういった中で、現在の捜索活動においての消防団の報酬が一人当たり１日９００円

だそうですが、地域の方々のためとは申しましても、ボランティア活動で活動され

ていることにつきましては、仕事を休んでいただき、職場の皆さまのご協力とご理

解をいただいていることには大変感謝を申し上げる次第でございます。しかしなが

ら、団員の事故の場合の保険の整備はできているのか。また、１日中の捜索活動、

夜の捜索活動において、食事の提供などの何らかの形でできないのか、お尋ねいた

します。 

○議長（永田義昭君） 総務課長。 

○総務課長（陳野信次君） 消防団員の活動に対します補償につきましては、公務災害

補償という観点で、消防団員が消火・訓練等の消防団活動などで被りました負傷・

疾病・障がい又は死亡などの身体的損害に対しまして、それを補償いたします公務

災害補償責任共済、これに加入いたしております。 

また、捜索活動時の食事の提供につきましてご質問がございましたけれども、捜

索活動中の食事につきましては、ケースバイケースと考えております。捜索活動に

つきましては、消防活動の任務中ということで、その捜索の実施方法によりまして、

必要な場合は準備するという形で対応いたしているというところでございます。 

以上でございます。 

○議長（永田義昭君） 片山議員。 
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○８番（片山裕治君） 災害等におきましては、公務災害の保険などがあるそうですけ

ども、やはり捜索活動において１日中の協力とかいうのが必要になってきた場合に、

今年に入りましては防災倉庫等の場所もできまして、備蓄の備品また、これから食

料等の貯蓄なんかも始まると思います。そういった中で、それからまた地域も含め

て、そういった食料等の配布なんかも考えていただきたいと思います。 

それと、よろしければ健康福祉課長に一つお伺いしたいのですが、町内の一人暮

らし、認知症の方を先ほども議題に出ましたけれども、把握されてると思いますが、

その方々への指導、対策は何か考えられているのかお尋ねいたします。 

○議長（永田義昭君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山下 剛君） 対応策ということでございますけれども、氷川町では

認知症について理解し、認知症の人やその家族を温かく見守り支援する人づくりを

目的に、認知症サポーター養成講座というのを行っております。認知症になった人

や家族の気持ちを理解するように努め、またその知識を広めていただくようにして

おります。これまで養成講座開催回数が３０回を数えております。１,１４３名の

方にサポーターとなっていただいております。認知症サポーターには認知症の人を

支援しますという意志を示す目印のオレンジリングというのを配布して普及に努め

ていただいております。 

今後の取り組みとしまして、小中学校でのサポーター養成講座やサポーター養成

の講師役となるキャラバンメイト養成研修の開催、あと広報誌等での認知症の正し

い理解のための普及啓発に取り組んでいきたいと考えております。 

以上です。 

○議長（永田義昭君） 片山議員。 

○８番（片山裕治君） ありがとうございました。オレンジリング、サポーターですか、

こういったものをしっかり進められていっていただきたいと思います。また、一人

暮らし、認知症の方については今まで以上に把握され、事故予防事業の充実を健康

福祉課長にはお願いし、総務課長におかれましては、行方不明者捜索活動について

に関する要綱も検討していただくということですので、これからまた消防団長、団

員の意見などを十分に聞かれ、消防団の環境整備と今後においては活動が充実する

ための、早急に要項の検討をしていただきたいと思います。それをお願いしまして、

次の２項目に入らせていただきます。 

○議長（永田義昭君） 次に、質問事項の３、友好町との交流についての答弁を求めま

す。総務振興課長。 

○総務振興課長（木本栄一君） 続きまして、友好町との交流について。大空町との交

流事業の効果と今後について、どう考えているかということのお尋ねについてお答
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えしたいと思います。 

大空町とは、旧宮原町時代の平成５年から交流が始まっております。平成１４年

に友好町の提携を行い、平成２４年度には提携１０周年の記念事業を挙行いたしま

した。交流内容の主なものといたしましては、人の交流として、中学生を対象にホ

ームステイなどを通して交流を深めるふれ愛スタディ、東藻琴高校の農業体験研修

の受け入れなどがあります。また、先日の友好町提携１０周年を契機といたしまし

て、毎年テーマを設けた交流をはじめ、昨年度は青年農業者の交流、今年度は食を

通した交流を実施しております。 

物の交流としまして、イベント時における物産品の交換、両町道の駅での物産品

の販売等が行われております。また、災害時相互応援協定も平成２４年度に締結し

ており、人や物にとどまらず様々な分野での交流を続けているところであります。

遠く離れた町を知ることを通して、自分の町を見つめ直すきっかけを得ることは友

好町交流のメリットの一つであると言えます。また、子どもたちが普段の生活では

感じることができない北海道という土地の文化や環境に触れる貴重な機会の提供に

もつながっております。 

交流を通して子どもたちの人材育成はもとより、お互いの町の発展に寄与するよ

うな、また多くの人にその交流の意義を体験していただけるような交流を今後も継

続していきたいと考えております。 

○議長（永田義昭君） 片山議員。 

○８番（片山裕治君） ありがとうございます。今説明していただいた氷川町と大空町

の間での交流事業は、学校教育、生涯学習、食・物産の販売、防災に係る交流が今

現在行われているようですが、行政管理においての人事交流は、現在行われていま

せんので、一つ提案させていただきます。例えば、３カ年ぐらいを目途に、１年間

の間で３カ月を区切りとした年間４名程度の氷川町の職員と大空町の職員の人事交

流を実施してはどうでしょうか。検討できるのか、お尋ねいたします。 

○議長（永田義昭君） 総務振興課長。 

○総務振興課長（木本栄一君） 旧宮原町時代に大空町のほうも旧東藻琴村時代のこと

ですけども、交流があっておりましたときに、職員の相互交流は行っておりました。

職員を３カ月派遣したことが１カ年、１カ月交流を２人、２カ年行っていたと聞き

及んでおります。現在は、それぞれの町で合併後の業務多忙の中、相互交流を行う

ことの難しさもあって行ってきてはおりませんが、できるだけ現在行っている交流

事業に職員にも参加してもらって、両町の交流に携われるように努めておるところ

でございます。また、片山議員さんからご提案の、期間を定めた定期的な人事交流

は、内容を検討すべき面も多々ありますので、実施の是非も含めて、今後の検討と
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させていただきたいと思っております。 

以上でございます。 

○議長（永田義昭君） 片山議員。 

○８番（片山裕治君） ただいま前向きな発言をいただきまして、少し安心しました。

最後に、町長にお伺いいたします。町長におかれましては、災害時相互応援協定を

締結され、大空町とは遠隔自治体間の連携として、ほかの自治体よりも積極的に交

流を実施されておりますが、更に充実を図り、推し進めていくためにも、町長にも

人事交流が必要と思いますので、町長のご意見を聞かせていただければと思います。 

○議長（永田義昭君） 町長。 

○町長（藤本一臣君） 大空町との交流、大切な交流でございます。旧町時代からの交

流でございまして、しっかりと継承してまいらなければならないと思っております。

私ども旧竜北町時代も、全国の１４の市町村との交流を行っておりました。いろん

な合併の事情もありまして、竜という名前が消えてしまうというようなこともあり

まして、その後あまり交流があっておりませんけれども、一昨年でございましたか、

北海道の大空町に行きましたときに、議員様方と一緒に北竜町のほうに寄らせてい

ただきました。そのときの歓待ぶりというのは、やはり以前からの交流があっての

ことかなと思っておりまして、やはり交流というのはこれからも幅広く進めていか

なければならないと思っております。 

そういった中で、人事交流の話が申されました。先ほど課長が申し上げましたと

おり、以前旧町時代にそういったことをやったと。その目的はそれぞれのお互いの

交流、人の交流を深めていくうえで、まずは職員からというところで行われたのか

なと思っておりまして、その一定の効果は出てきたのかなと思っておりまして、そ

れを受けまして現在、中学生、高校生、あるいは一般の皆さん方の交流が深まって

いるということでございます。そういった中で、直接職員が行きましてそれぞれの

行政の実務に携わるというのも一つの方法でございまましょうが、やはり多くの皆

様方とともに大空町に行って交流を深めると。先ほど課長が申し上げましたとおり、

そのあり方というものも、しっかりと検討しなくてはならないと思っておりますし、

今町のほうでは皆様方のご理解を得まして、職員の教育のための予算をたくさんつ

けていただいております。これまでも利用するように大分促してまいりますけども、

やはり日々の事務に追われまして、なかなか時間が取れないという現実もございま

す。そういった中で、相互交流というのがどこまでできるのかというのも含めまし

て、今後しっかりと検討してまいりたいと思っております。 

○議長（永田義昭君） 片山議員。 

○８番（片山裕治君） ありがとうございます。いろいろ問題点はあるかと思いますけ
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ども、前向きにご検討していただきたいと思います。 

そういう中で、ちょうどこれ調査団体ですか、ちょっと調べてたら遠隔自治体関

連に係わるアンケート調査表というのが、氷川町には来ているのか来てないのかわ

かりませんけども、こういった中見てましたら、すごく氷川町は積極的にされてる

んだなと、実施をですね。やはり本当にこのアンケートの中身を見たら、やはり全

国的にすごい連携事業も含めて交流事業が進んでいる模範になるような町だと少し

感じました。 

最後になりますけども、ますます大空町との交流事業の充実とすばらしい関係が、

今後とも長く続くことを期待いたしまして、今回の一般質問を終わらせていただき

ます。 

○議長（永田義昭君） 以上で、片山議員の一般質問を終わります。 

次に、１番、河口議員の発言を許します。河口議員。 

○１番（河口涼一君） ３番目に登壇いたしました１番議員の河口でございます。先ほ

ども１番議員を名乗られる方がいらっしゃいましたが、正しくは私が１番議員でご

ざいます。 

今回は、１項目、空き家対策についてということでお尋ねしたいと思いますが、

この質問につきましては、ちょうど１年前の３月の定例会におきまして、空き家・

空き地対策についてということでお尋ねいたしました。その中で、今回、細目を３

つ用意いたしておりますが、この細目についてもほとんど前回お尋ねしたような内

容でございますが、なぜまた今回取り上げたかと申しますと、実は総務省が５年ご

とに実施いたしております「住宅・土地統計調査２０１３年」というのが昨年出ま

して、速報値ですが、昨年お尋ねしたときは、その５年前の２００８年分でござい

ました。その５年間でどう推移したかと申しますと、日本の総住宅数が６,０６３

万戸あるそうですが、その中で何と空き家が８２０万戸あるということでございま

す。比率にしまして１３.５％、これは大体７軒半、７.５軒ぐらいに１戸が空き家

になるということであります。もうちょっとわかりやすく言いますと、７.５、１

３.５％ということは、３０軒集落がありますと、その中に４軒はもう空き家だと

いうことになります。ちなみに、２００８年は７５７万戸でございましたので、６

３万戸増加をしているということであります。昨年お尋ねしましたときに、お答え

いただきましたけども、それがそれぞれどういうふうに進展をしたのか、どういう

対策を現在講じられたのかということで説明したいと考えております。 

ただいま空き家ということで８２０万戸と申しましたけど、空き家と申しまして

もいろいろ種類がありまして、例えば別荘用だとか賃貸用だとか、売却、投資目的

に造ったけれども、現在利用されてないというのも含んでおりますし、その他の住
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宅ということで、全く現在利用されてない、そしてどうも管理もされていないよう

だ、使う目的がなくて周辺に悪影響を与えているんではないかと思われるようなそ

の他の住宅という項目に分類される住宅が３１８万戸あるということで、実はこれ

が問題なわけでありまして。 

それでは、なぜそういう空き家が発生するのか、発生する理由ですが、一つに子

どもが成長して家を出て行って、その後親が亡くなり空き家になってしまった。そ

れから、長く住んでいた持ち主が高齢化し、介護施設・病院などへ移られて、その

まま空き家になっている。そしてもう一つ、そもそも需要が供給を超えてるんだと、

総住宅数が６,０６３万戸と冒頭に申しましたけれども、これに対して、これは違

うとこからの統計ですが、これ家計調査ではなかったかと思いますが、世帯数は５,

４６０万戸と言われてますので、最初から供給する量が多いんだという見方もあり

ますし、これは国の政策等もありましてどんどん新築住宅に関してはいろいろ補助

金も付けますし、優遇税制もありますので、新しい家を造っていく。そのときに移

り住む前の家が、きちんと処分されていなかったということになるんだろうと思い

ます。 

では、それではその空き家のどこが問題かと申しますと、昨年も少し申しました

けれども、まず理由が３つほどあるんじゃないかと思います。まず、その管理を放

棄されてる空き家が倒壊のおそれがある。台風・大雨、台風じゃなくても最近強風

が吹くことがありますので、それによって屋根や外壁や雨どいとか附属物が落下す

る、または飛散する。こういうことで、危険性を招いている。もう一つは、治安の

悪化です。誰も管理しないので、立ち寄りもしないということで放置されてますの

で、放火があったり不審者が出入りをするようになったり、非行を誘発する原因に

なっていると言われています。そして、もう一つ景観、環境の問題があります。手

入れをされていませんので、雑草や樹木が繁茂し、その結果、ネズミや蚊、ハエ、

虫、さらには犬や猫とかがそこに集まるようになって不衛生になっていく。また、

不衛生だということで、どこからかごみが集まってくる。ごみの不法投棄が行われ

る。そういう被害が考えられると思います。先ほど申しまして重複しますが、この

こと使う目的がなくて、周辺に悪影響を与えているということで、住民生活に大変

なリスクをもたらしていると考えられます。 

そこで、細目に入りますが、（ア）として、空き家の管理について、台帳などの

整備は進んでいますか。昨年は、管理台帳はございますかとお尋ねしましたが、管

理台帳はないけれども、台帳があって、そこの台帳に内容を加えていくというお答

えであったかと思います。 

続いて、（イ）防災上・防犯上、危険性があると思う物件について把握をしてい



 

－ 102 －

るか。これも同じようなお尋ねをしましたが、数十件ほどあるというお答えでした。

そこで、この当該物件について、どういうふうに把握をしておられますかというこ

とで、進捗状況をお尋ねしたいと思います。 

そうしまして、最後に（ウ）ですが、ここが本当は一番、今回一番お尋ねしたい

とこなんですが、昨年の秋に国会で「空き家対策の推進に関する特別措置法」とい

うのが制定をされました。これは、制定をされた後、公布をされて半年後ぐらいに

は施行をするという段取りになっていると思いますが、本町におきましても、これ

に関連したような町独自の使いやすいような条例等を制定をすべきではないでしょ

うかということで、この３点についてお尋ねしたいと思います。 

○議長（永田義昭君） 河口議員の質問事項、空き家対策についての（ア）から（ウ）

までの答弁を求めます。総務振興課長。 

○総務振興課長（木本栄一君） それでは、空き家対策について回答いたします。 

まず、最初の（ア）の空き家の管理について、台帳などの整備は進んでいるかと

いうお尋ねについて回答いたします。まず、空き家対策につきましては、総務課に

おきまして主に防災・防犯の面を中心に行ってもらっております。総務振興課にお

きまして、空き家バンクを含む移住・定住について担当いたしております。先ほど

の３点の質問につきましては、一括して総務振興課のほうで答弁させていただきた

いと思います。 

町が空き家の把握に取り組んだのは合併後のことでありますが、最近では平成２

５年度に各地区の区長さんへ、地区で把握している空き家についての情報提供を依

頼いたしました。これにより、町内に１７７軒の空き家を把握することができまし

た。これらの空き家については、地番により法務局に照会したり、職員による現地

調査、聞き取り調査を行いました。また、そこから得られた情報から所有者が把握

できた物件につきましては、アンケートを送付し、現状の把握に努めたところであ

ります。しかし、平成２５年度に総務省が実施した住宅・土地統計調査によると、

総住宅数に占める空き家の割合は、先ほどもご質問の中でありました１３.５％と

いう統計結果が出ており、町内の空き家についてもまだまだ把握出てきていないも

のが多く存在しているのではないかという点が危惧されておりました。 

そこで、今一度全町的な空き家の洗い出し業務とそれらの整理を行うため、今年

度は株式会社ゼンリンへ空き家の調査及びデータ化の業務を委託したところでござ

います。ここでは、先述の平成２５年度の調査を基に、それとゼンリンが所有して

いる空き家の情報やゼンリンスタッフの町内巡回によって空き家と推定した物件を

加えて２２３軒の空き家を把握いたしたところでございます。最終的に、それらか

らアンケートなどへ既に入居済みであるもの、解体済みであるもの、アンケートに
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より空き家ではないといった回答があったものを除き、現在町では１７４軒の空き

家を把握しているところであります。単純に、氷川町の住民基本台帳の世帯数を基

に空き家の割合を算出すると３.８％ということで、先ほどの全国調査に比べて著

しく低いものでありますが、これはアパートの空き部屋とか不動産屋さんが抱えて

いる物件、氷川町には少ないかもしれませんが、別荘など含んでいない数字であり

ますので、そのほかに空き家であるということを把握できていない物件もまだ多く

存在していることがあるかと思います。これら１７４軒の空き家につきましては、

現在ゼンリンのシステムを導入いたしまして、それぞれの物件について地図上にお

ける場所、外観の写真、空き家の状態における３段階の状態をランク分けしてデー

タ化し、地図上にも管理いたしているところでございます。 

今後は、これらのデータを基に、例えば各区長さんへ依頼したり、今年２月２６

日に一部施行されました空き家対策の推進に関する特別措置法によりまして、税情

報の内部利用が可能となりましたので、固定資産税についての情報を必要な範囲で

利用しながら、さらに現状の把握を進めてまいりたいと考えております。 

質問の（イ）防犯上・防災上、危険があると思う物件について把握しているかと

いうお尋ねでございますが、区長さんを中心に町民の方から寄せられた危険性のあ

る家屋についての情報と先述のゼンリンの調査によるランク付けで、倒壊危険家屋

とされたもので、現在４３件の物件を把握いたしております。ただし、これは明確

な基準を設けて把握しているものではありませんで、また空き家対策推進に関する

特別措置法に規定される特定空き家等であるというものでもありません。あくまで

も外観からそう思われるもの、そういった危険性があるのではないかという空き家

として報告があったものを把握しているということであります。 

質問の（ウ）のほうにまいらせていただきます。空き家対策の推進に関する特別

措置法の制定に関して、本町でも条例等の制定をすべきではないかというお尋ねで

ございますが、空き家対策の推進に関する特別措置法は、昨年１１月２７日に公布

されまして、今年２月２６日からその一部が施行され、５月２６日から全面施行さ

れることとなっております。この法律では、空き家の適正な管理という所有者の責

務とともに国が示した基本指針を基に空き家等対策計画の作成及びその対策の実施

など、必要な措置を講ずるよう努めることが市町村の責務と明示されております。

この計画は、町の空き家対策における基本的な方針は元より、空き家等の調査につ

いて、所有者による空き家等の適切な管理の促進についてなどを定めるものであり、

空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するためにも町としての制定の必

要を感じています。また計画の作成にあたっては、その協議を行う協議会の設置が

必要となります。国の示した基本指針では、同協議会ではほかにも空き家が特定空
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き家等に該当するか否かの判断や特定空き家等と認められるものに対する立ち入り

調査や措置の方針を協議する場として役割を担う重要な機関として位置付けられて

おります。今後は、特措法に基づき、空き家の対策を進めていくことになりますの

で、現時点では町独自の条例制定については考えておりません。ですが、先述の空

き家等対策計画の制定と併せて、協議会の設置検討をはじめとする実施体制の整備

を進めるとともに、所有者の責務についての理解が深まりますよう周知・啓発を行

っていきたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（永田義昭君） 河口議員。 

○１番（河口涼一君） 大変丁寧にご説明をいただいたんですが、内容が盛りだくさん

でありましたので、なかなか理解できないところもありましたので、もう１回重複

しますが、１つずつ再度お尋ねをしたいと思いますが。氷川町では、空き家率が３.

８％ということですが、当初区長さんあたりで調べていただいたときは２２３戸で、

これがその基準で調べたら７４軒になったということでしたですかね。その前に、

氷川町の総住宅数というのを手元に資料がありましたら教えていただいて、その空

き家をどちらでカウントされたのか。２２３ではなくて７４戸ですよね、あたって

みたら７４戸ということで、それが３段階のランク付けをした。そもそもその３段

階というのは、どういった種類分けですか、区別ですか。 

○議長（永田義昭君） 総務振興課長。 

○総務振興課長（木本栄一君） まず、総住宅数というのは、私のほうでは把握いたし

ておりません。３.８％といいますと、これは単純に世帯数で割った数字でござい

ますので、そこまでの把握はいたしておりません。 

それと、まず１７７軒の空き家と申しましたのは、平成２５年度に地区の区長さ

んに空き家の情報提供をいただいた件数が１７７軒でございます。 

それと、今年度実施いたしましたゼンリンによりますデータ化の依頼をいたしま

したが、そのときの空き家のデータを含めまして、先の区長さんの１７７戸の調査

結果と合わせた件数が２２３戸でございます。その中から全部ではありませんが、

所有者が把握できたものだけアンケートを出しまして、アンケートによって既に入

居済みとか、解体済みとか、空き家ではありませんとかいった回答があったものを

除きまして１７４軒の空き家を把握しているということでございます。 

○議長（永田義昭君） 河口議員。 

○１番（河口涼一君） すみません、また同じことを言いますが、これゼンリンの基準

ですか。ランクは３段階化したというさっきお話がありましたね。これは今の１７

４軒の中にどう影響してるんですか。そのランクというのはなんでしょうか。 
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○議長（永田義昭君） 総務振興課長。 

○総務振興課長（木本栄一君） ３段階にランク分けしていたということで、ちょっと

説明不足だったかもしれませんが、Ａ、Ｂ、Ｃ、３ランク付けまして、Ａランクの

ところはそのままでも入居可能な家と、Ｂランクは一部手直しが必要な家と、Ｃラ

ンクは危険な家屋ということで、この危険な家屋が４３軒ということで、先ほど回

答したところでございます。 

○議長（永田義昭君） 河口議員。 

○１番（河口涼一君） 空き家バンクのお話もありましたが、いろいろアンケートを採

ったりとか調査をされたということで、これは大変有効な作業で、これから先、空

き家バンクが機能していくのかどうかという中にあっては大変必要な作業だと思い

ます。そこで、持ち主、所有者、相続になりますか、管理者になりますか、その方

たちが、そもそもどういう意向を、どうしようと思ってるか、どういうふうに管理

しようと思っているかということですね。そして、いま外観だけだったと思うんで

すが、これがこの中が、よければどういうふうになっているか、たくさんまだ家具

がいっぱいあるとか。本来、家具はないけどごみみたいな、それがいっぱい溜って

いるとか。ちょっと話が行ったり来たりしますが、以前、ある区長さんが心配で心

配で台風の場合はたまらんで、これは違法を承知でその家の中に立ち入ったと。も

しそっから危険物が飛散したりした場合、道路に交通の支障を招いたらいかんとい

うことで中を調べてみたということがあって、そんなのやめたほうがいいですよと

いうことも申しましたけれども、やむにやまれず、そういう行動に出たということ

もありましたが。先ほどのランクのいろいろ調査をされて、それは外観からの調査

だと思いますが、いろいろそこの意向調査をされると入居が可なのか、手入れをす

れば十分住めると。Ｃになったら取り壊すしかないと、そういう区分けができてく

るかと思います。空き家バンクが設立されたと聞いてますが、その空き家バンクの

中でこういう物件を、そういうランクで表示をされますときに、当然入居可能なや

つはそのまま使えますし、手直しの分は販売をした後とか、住む人が手を入れて住

むとか、貸し手が手直しをして貸すとか、そういう区別ができると思いますので、

ぜひそこの分類のほうを進めていただければと思います。 

そこで、空き家バンクのお話ですが、空き家バンクが稼働をいたしまして、どう

いう今実績がおありでしょうか。 

○議長（永田義昭君） 総務振興課長。 

○総務振興課長（木本栄一君） はい。アンケートを出させていただいた中から、今聞

いているところでは３軒ほど空き家バンクに登録していいという回答をいただいて

いるんですが、１軒についてはもうすぐでも構わないんですが、まだ家財の整理と
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かあるのか、最終的な回答をいただいてないのが１軒。それとまだ相続の登記がさ

れてないと。空き家バンクに登録の意志はあるんですが、相続登記がなされていな

いということで、それが２軒あると聞いております。先ほどちょっとお話がありま

したが、空き家の程度というのは当然空き家バンクに載せるときは家の中も入らせ

ていただいて写真を撮って家の中の状況、間取り、それと手直しの必要性の有無も

含めて、ホームページのほうに掲載したいと考えております。 

○議長（永田義昭君） 河口議員。 

○１番（河口涼一君） 空き家バンクについては、もう１点お尋ねをしますが、そもそ

も氷川町にこの空き家バンクが設立された。これは、町の広報誌に載っていたよう

な気もするんですが、例えばホームページを作られたとか、この中でご案内をして

いるとか、そういう行動はとられたところでしょうか。 

○議長（永田義昭君） 総務振興課長。 

○総務振興課長（木本栄一君） はい。広報につきましては、広報誌、言われましたと

おり載せております。それと、ホームページも今度立ち上げましたので、当然その

中にも募集のことも載せております。それと、税情報が一部施行に伴いまして２月

２６日から見れるようになりましたので、必要な情報をいただいて、税務課のほう

からまだ今確定申告時期でございますので、もう少ししてから税務課のほうから情

報をいただいて、残りの空き家についての所有者のデータによって、またアンケー

トを改めてまた送りたいと考えております。広報のほうは、そのように努めてまい

りたいと思っております。 

○議長（永田義昭君） 河口議員。 

○１番（河口涼一君） 今、ホームページのお話をしましたが、先日、たまたま県内の

他市町村の類似したやつがないかということで少し見てみましたら、天草市だった

と思いますが、１７０軒ぐらい登録がされていて、写真が付いたり、賃貸料とか販

売とかもありまして、成立をしていってるのもあったようです。ぜひ、このことは

この後、空き家バンクが事業も展開されていく中で、これからまたいろいろ調査さ

れたり、所有者の方とか連絡を取られる中で、またそういう展開になればいいかな

と思っております。 

関連しまして、平成２６年の４月１日から施行されましたが、住宅リフォーム促

進事業交付金の中で、解体にも補助金を付けるよというお話でしたが、何件か利用

ありましたでしょうか。 

○議長（永田義昭君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（西田美子君） はい。昨年度から解体事業につきまして、住宅リフォ

ームの対象としております。すみません、資料を持ってきておりませんけれども、
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昨年度３件の実績があったかと記憶しております。 

以上でございます。 

○議長（永田義昭君） 河口議員。 

○１番（河口涼一君） 先ほど木本課長の説明の中で、Ａ、Ｂ、Ｃにランクされた中で、

Ｃは危険ということで、これは壊すしかないわけですから、そういう場合に、上手

に活用をしていただければと思いますし、もしリフォームの場合でしたら今の基準

でもよろしいかと思うんですが、これは危険性をどうしても伴うと、これによって、

子どもの通学に危険を及ぼすとか、そういう分につきましては、また今度条例もお

考えですが、別途、危険防止のうえから補助額を考えるとか、後ほどまた申します

が、できればと思います。 

次に、（イ）なんですが、（イ）につきましては、先ほど４３軒あるということ

で、これは（ア）の質問とほぼ重複をしますので、これは終わりまして、（ウ）に

行きたいと思いますが、先ほど課長からもありましたが、空き家対策の推進に関す

る特別措置法が成立しまして、これにより立ち入り調査の権限を市町村に、自治体

に与え、固定資産税の納税情報を利用して所有者を把握しやすくするという法律で

ありますが、倒壊のおそれがあったり、先ほど申しましたが衛生面で有害と言われ

る特定空き家ですが、これについては市町村が所有者に撤去や修繕などを指導・助

言し、もし従わなければ勧告、命令できると明記されています。それに従わない場

合は５０万円の過料を取れると、ここまで明記されているようです。それでも従わ

ないときや居場所がわからないときは、行政が代わりに撤去することができますよ

と。そこまで謳った法律のようです。これから調査をしていただく段階や、この所

有者の方たちと交渉されていく中で、最終的に町が撤去するということがなければ

いいんですが、もしやはり住宅密集地とか通学道路に隣接しているとか、また非常

に危険性が大きいというようなときには、それを検討される時期があるのではない

かと思っております。 

この法律ですが、ちょっと前のデータですが、２０１４年４月、ちょうど１年前

ですね。１年前にもうすでに３５５の自治体が空き家対策を、名称は違いますが、

こういうのをもう制定をしているようです。これは全自治体からすると６分の１ぐ

らいが１年前には制定をしたと。そして所有者に安全対策を促すと。強制的な撤去

もありますよというようなことも通知をしながら、方策を講じていくということを

もう既にやっているようです。先ほどのお話の中で、制定の必要性は感じているし、

これから、また独自の方策も考えていくということをお聞きして、非常に安心した

ところですが、現在、やっぱり人口も減少してますし高齢化も進んでますし、地方

もどんどん衰退をしていきます。ということで、空き家が増えていくと、やはり暗
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い雰囲気になると思われますので、今持っている不動産、これが負債、取り扱いし

にくい負債ではなくて、どんどん有効に活用できる資産となるように、やはり知恵

を絞っていただいて、何とか移住・定住、それから若い人たちも一戸建てで子ども

をのびのび育てたいとか、ペットも飼いたいとか、または親と一緒に住みたいとか、

親を呼び寄せて住みたいという方も周りにおられました。そういうお話も寄せられ

ましたので、ぜひ有効に活用できますように、また知恵を絞っていただきたいと思

います。 

最後ですが、町長からもご所見、ご感想をお願いいたします。 

○議長（永田義昭君） 町長。 

○町長（藤本一臣君） 空き家対策につきましては、全国的な大きな課題でございます

し、私どもいち早くこの空き家対策に対応していかなければならないということで、

一昨年からそういった調査を始め、空き家バンク等の設置まで今こぎつけたところ

でございます。国のほうで、新たにその特別措置法を作られたわけでございますけ

ども、大切なことはそれぞれの空き家を活かすこと、あるいはそういった管理をす

ること、基本的には持ち主の、今回の法律で、いわゆる義務から責務に変わったと

理解しておりますけども、その責任があるということでございますので、まずは持

ち主がしっかりと管理をしていただくのが大原則であろうと。その中で、やはり有

効に活用できるものはしっかり活用をするお手伝いをする。もう活用できないもの

はやはり取り壊すようなお手伝いをするということで、私どものほうでもいろんな

それぞれのバンク、あるいはリフォームという形で、そのご支援をしているわけで

ございます。これからもそのあたりはしっかりと支援をしていきたいと思っており

ます。あわせまして、当然そこには大きな財源が必要となるわけでございますので、

ぜひ国のほうも市町村が責任を持ってやれとおっしゃるのならば、それなりの財政

措置もきちんと担保していただけるような法律であってほしいと思っておりますし、

もしそういった財政支援がないということであれば、これから声を大にして大いに

国のほうにも県のほうにもお願いをしてまいりたいと思っております。 

○議長（永田義昭君） 河口議員。 

○１番（河口涼一君） 質問の中に通告にないようなところもありまして、大変ご迷惑

をおかけしましたが、以上で質問を終わりたいと思います。ありがとうございまし

た。 

○議長（永田義昭君） 以上で、河口議員の一般質問を終わります。 

ここで休憩します。 

１時から再開したいと思います。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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休憩 午前１１時５４分 

再開 午後 ０時５９分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（永田義昭君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に、３番、長尾議員の発言を許します。長尾議員。 

○３番（長尾憲二郎君） 皆さん、こんにちは。３番議員の長尾でございます。平成２

７年の第１回目の会議におきまして、一般質問の権利を永田議長から許可いただき

まして、誠にありがとうございます。私の質問は、皆様にご配布されています一般

質問通告書の内容に基づいて質問させていただきます。 

まずは、その前に、昨年６月の議会において、幾つも一般質問をしました。その

際に、西部小学校の校内侵入防止安全対策につきまして質問しました折に、その侵

入防止柵の設置を早急に対応していただきました。教育長並びに町長には大変感謝

申し上げ、お礼申し上げます。 

さて、先日から皆さんもご存じのように大きな報道をされていますが、川崎市で

の児童の虐待なり悲惨な事件が起きております。その事件も少年法の改革の是非を

問われている状況でありますが、我が町でもこのような事件が起きないとは誰も言

いきれないと思います。この事件の内容を見ますと、子ども同士で大人の知り得な

い状況でスマートフォンのＬＩＮＥの中で、子ども同士だけのやり取りだったそう

でございますが、このような悲惨な事件でも起きてからああだ、こうだということ

を言ってるようでございます。そういう危機管理が本当に不足してるんじゃなかろ

うかなと思っております。昨年６月の議会で私のほうも発表しました中学生のスマ

ートフォンの所持率は約２５％ということでありましたが、この半年間で１.５倍

の３８％ぐらいに上っています。決してそれは、文科省が今発表していることでご

ざいますので、非常にそういう意味では正確な数字なんですが、決してスマートフ

ォンや携帯電話が悪いとは言えないわけですけども、情報交流にしては非常に便利

なものです。しかし、その使い方を誤れば危険な道具となり、保護者や学校側、警

察と行政が協力して指導してもなかなか見つけきれない危険な道具になってしまう

ということです。 

昨日の熊日の朝刊にも出ておりました。それをちょっと紹介しますと、全国でサ

ーバー補導をされたのが４３９人、その中の県内が１２人おるということです。イ

ンターネットの交流サイトで掲示板サイトを使って援助交際や、言葉は悪いですが

下着の売買を持ちかけるとか、不適切な書き込みをして１８歳未満の少女が４３９

人、サイバー補導した警視庁の集計でわかりました。その５０％に当たる２２２人

は補導前で児童買春などの被害に遭っており、安易な書き込みで犯罪に巻き込まれ
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る事態が浮き彫りにされています。そのうち２６６人、６０％ぐらいは補導歴がな

いということです。そういったことの中で、さらに県内の補導はその中に１２人。

全員が女性です。スマートフォンを使って書き込んでほとんどが補導歴のない少女

たちであるということです。そういった数字を見ますと、非常に今簡単で使いやす

いスマートフォン、携帯でありますが、警視庁でもなかなかそういう把握をできて

なくて、それを取り締まる強化もしてるところですけども、対策はなかなかとれな

いという状況であります。熊本県警によると、そのサーバー犯罪の相談件数が１,

５７７件、昨年より２４４件増えてる。インターネットバンキング、インターネッ

トを使ってて不正な請求をされて、不正な送金の被害があった人が８件おるという

ことです。その金額は４８４万上がってるという統計が出ております。 

そういった状況の中で、じゃあ氷川町内の学校、中学校が２校、小学校３校ある

んですが、氷川町内の生徒たち、学校ではどういう状況だろうかということを念頭

に置いて、このたび一般質問の事項として挙げております。学校における情報安全

教育についてということで挙げました。その中の（ア）としまして、氷川町内の小

中学校児童のスマートフォンや携帯電話の所持率、あるいは持ってる数、その把握

はできてますでしょうか。 

（イ）としまして、その持ってる中で、その取扱状況はどのように指導しておら

れるんでしょうかということを、２点につきまして私の一般質問にさせていただき

たいと思っております。その辺のデータ等につきましては、今まで教育委員会ある

いは学校教育課のほうで相当学校側と協議されてるようでございますので、その辺

のデータを、数字を出していただいて発表、回答をお願いしたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（永田義昭君） 長尾議員の質問事項、学校における情報安全教育についての

（ア）から（イ）までの答弁を求めます。学校教育課長。 

○学校教育課長（稲田和也君） まず、（ア）のスマートフォン・携帯電話の所持率等

の把握についてお答えいたします。 

２月調査の平成２６年度県の公立学校心のアンケートによりますと、氷川町は小

学校３校で調査回答児童６３９名中１８０名で所持率２８.１％、中学校２校では、

３０８名中７９名で、所持率が２５.６％となっております。小中学校全体では２

７.３％になります。 

次の（イ）の取扱いや指導状況についてお答えします。児童生徒の小中学校への

持ち込みは原則的に禁止しております。長尾議員がおっしゃられるとおり、スマー

トフォン・携帯電話は大人にとって大変便利な機器ですが、児童生徒の使い方によ

ってはメールやＳＮＳ等に関わるトラブルとして、いじめ、家出、非行及び犯罪に
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巻き込まれたり、夜遅くまで使用してとめられなくなる依存症に陥ったり危険な道

具にもなります。また、長時間の使用により、家庭学習の時間がおろそかになり、

学力低下にもつながります。まず、児童生徒がスマートフォンや携帯電話を使う場

面の多くは学校ではなく家庭です。保護者と児童生徒がしっかり話し合い、家庭で

のルール作りが重要です。スマートフォンや携帯電話使用について、家庭のルール

があるかとの小学３年生以上の調査では、５６９名中３４４名で６０.５％にとど

まっております。また、家庭ルールがあるかとの調査では、大人が高く子どもが低

いとの結果が出ており、お互い認識の差が大きく違うこともわかっております。小

中学校では、児童生徒向けやＰＴＡ会議や授業参観等を利用した保護者向けで情報

安全の専門家を呼んで携帯電話・スマートフォン等の安全使用や危険性、家庭での

ルール作り等について講演を開催し、啓発活動を行っております。また、八代地域

の全小中学校、支援学校と警察等関係者で組織する八代生徒指導連絡協議会で、携

帯電話・スマートフォンに関する申し合わせ事項を小中学校から保護者へ通知して

おります。その内容としまして、１つ、必要のない携帯電話やスマートフォンを子

どもに持たせない、２つ、学校へは原則持たせない、３つ、契約時には親子で使用

ルールを作り、有害サイトの閲覧を制限するフィルタリングサービスを受ける、４

つ、午後９時以降の使用は原則禁止に、または親が預かるという内容で強く呼びか

けております。また、児童生徒の情報安全や学力向上面からも情報教育の充実を図

っていく必要もありますし、スマートフォンや携帯電話の危険性から児童生徒を守

るには、家庭、学校だけではなく行政や地域社会が一体となって連携した取り組み

が必要かと思われます。青少年育成町民会議や氷川町いじめ問題対策連絡協議会等

でもこの問題について情報共有や啓発などの取り組みを行っていきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

以上、答弁とします。 

○議長（永田義昭君） 長尾議員。 

○３番（長尾憲二郎君） ありがとうございました。細かい数字まで把握していただい

ているということで一安心ですが、ただ小中学校合わせて２７.３％の所持率とい

うことでありますが、実際持ってて損害にあうということで、いろんな面を聞きま

すと、危険なサイトに入り込むというケースが多々あるわけですね。そういう危険

なサイトを使った子どもたちはどのくらい、その２７.３％にいるんでしょうか。

その辺とらえておられますか。 

○議長（永田義昭君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（稲田和也君） 有害サイトへのアクセスの件についてですが、今回調

査把握はいたしておりません。今後は、そういった有害サイトのアクセスについて
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も、情報安全面からも取り組んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（永田義昭君） 長尾議員。 

○３番（長尾憲二郎君） ぜひそれは推し進めていただきたいと思います。行政でやる

内容とＰＴＡ、教育委員会、あるいはＰＴＡでやることもあると思いますが、ただ

交流サイトにおいてのフィルタリングをさせるとか、そういう指導、あるいは業者

へのアドバイスという、保護者への指導とか、そういったものを徹底してやってい

くことによって子どもたちが守れるんじゃなかろうかと思いますので、ぜひ学校教

育課のほうとしても進めていただきたいと思います。 

それともう１つお伺いしますが、先ほどお話の中で家庭内で、一応学校側で持ち

込むときのルールは一応あるよというお話でございましたが、家庭内のほうでも一

応やってる、指導してますよと。調査した結果では、５６９名の中に３４４名が６

０.５％がそういうルールを基準にやってますということですが、この家庭内ルー

ルはどういったものがあるのか、お答えいただけますでしょうか。 

○議長（永田義昭君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（稲田和也君） 家庭ルールですが、これは保護者、子ども、お子さん

のほうで話し合われて決められるわけなんですが、主なものとしまして、使用する

時間数や時間帯を設ける。それとフィルタリングをかける。それと、友達の悪口あ

たりをしない。それと、個人情報あたりも載せないといった内容があります。ほか

にも独自で家庭で設けられたルールもございます。 

以上です。 

○議長（永田義昭君） 長尾議員。 

○３番（長尾憲二郎君） 私もこの教育関係、スマートフォン関係で非常に興味持って

おりまして、ほかの議会はどうなのかなということで調べました結果、県の北部に

あります長洲町、こちらの話によりますと、小学校、中学生、今までそういう家庭

内ルールを決めてなかった。決めた結果、やっぱり使用する時間が非常に短くなっ

た。我が町も先ほどお話ありましたが、９時までは使っていいけども、９時から朝

の８時までは親に全部預けなさいという指導をした結果、学力が非常に上がったと

いう結果が出ましたという話も聞いております。そういう意味では、非常に依存症

を招きかねないものでありますので、そういったルールをきちんとご指導をお願い

したいと思うところであります。なかなか行政とＰＴＡ、それから学校側、それと

警察といういろんな機関の協力がなければこの話は進みませんので、非常に難しい

ところはあるとは思いますが、ぜひぜひ子どもたちを守るために、協力を進めてい

ただきたいと思います。 
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そういった中で、教育長にお尋ねいたしますが、今学校教育課長のご答弁の中に

いろんな方針が出ましたが、教育長としての立場で、今後の方針なり、また抱負な

りをご答弁いただければと思います。よろしくお願いします。 

○議長（永田義昭君） 教育長。 

○教育長（太田篤洋君） 今長尾議員さんからご質問ありましたように、全国的にも本

当に悲惨な事件が立て続けに発生しているところであります。学校におけます情報

安全教育の視点から今のお話を伺いしておりまして、全体的なこととしてちょっと

述べさせていただきたいと思います。 

これまで、子どもたちの安全教育という視点から考えてきたときには、子どもた

ちを交通事故等から守る安全教育、それから防災の面から子どもたちの命を守って

いくという防災教育の視点としての安全教育というのが、今まで学校教育の主だっ

た安全教育であったわけですけども、ご質問にありましたように、今本当に情報安

全教育というのが学校の大きな課題といいますか、そういうふうに変わってきてい

るなと思っているところであります。 

昨年５月に県南地区の女子高生が本当に尊い命が失われるという悲惨な事件が起

きております。この事件も、携帯を通して知り合った、そして巻き込まれたという

事件であったということで、本当に危機意識を持ったところでありました。お話に

ありましたように、川崎市の上村遼太君ですかね、先般事件が発生いたしましたが、

これは川崎市だけの問題ではなく、いつでもどこでも起き得る可能性がある事件で

あると思っております。教育委員会としましても、しっかり危機意識を持ちながら

取り組みを進めていかなければならないなと強く認識をしているところであります。 

この問題につきましては、本来ならば家庭の問題であると、そういう意見も中に

はございます。ただ、子どもの命を危険から守るという点からすると、やはり学校

教育の大きな使命であり、学校は安心で安全なところでなければならないと思って

おります。現在、各学校はこの事件を受けまして、今まで生徒指導主事という担当

者がおりましたけれども、情報安全教育担当ということで、これに専任をしてしっ

かり情報を把握すると。それからもう１つは、各学校にトラブルに対して相談窓口

を設置するという取り組みも進めているところであります。内容については、課長

から説明を、お答えを申し上げたとおりでありますけれども、適正な使用の仕方、

それから危険が伴うということなど、保護者ともお話がありましたようにしっかり

連携を図りながら、これまで以上に指導の充実を図っていかなければならないと思

っております。委員会としても、そういう視点で学校をしっかり支えてまいりたい

と思っております。 

それから、課題でありますが、家庭のルール作りがしっかりなされていない、こ
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の問題については、よりご家庭に徹底していただくように、委員会としても啓発等

も含めて、何ができるか考えてまいりたいと思っています。今考えておりますのは、

一つには現状を町民の皆様方に広報誌等を通してお知らせをして、課題を共有して

いただく。そして、町総ぐるみで子どもたちを支えていく家庭のルール、総意づく

りも、そしてルールを作ったならばそれを徹底していくと、そういうところの啓発

も図っていきたいなと思っています。 

それから、このような取り組みを通しまして、大変心配いたしますのが不登校、

いじめの重大事案に発展するという不適切な書き込み等もございますので、そのこ

とについてもあわせて対応をしっかりしていきたいなと思っているところです。そ

してなくしていきたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（永田義昭君） 長尾議員。 

○３番（長尾憲二郎君） ご丁寧な答弁ありがとうございました。 

そういうことで、私も１３日でしたかね、竜北中学校の卒業式に参加させていた

だきました。本当に感動したところであったんですが、やっぱり子どもたちの目の

輝きを見てますと、これは絶対守ってやらにゃいかんなというような親心ではござ

いませんが、そういうふうに思うところでありました。ぜひぜひ大変なことだと思

いますが、ひとつ学校教育課長、教育委員長、また学校側とタイアップしていただ

いて、子どもたちを守っていただきたいと思います。 

以上をもちまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございまし

た。 

○議長（永田義昭君） 以上で、長尾議員の一般質問を終わります。 

次に、５番、江嵜議員の発言を許します。 

［「・・・５分間だけ」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） では、５分間休憩いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後１時２５分 

再開 午後１時２８分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（永田義昭君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

江嵜議員の発言を許します。 

○５番（江嵜 悟君） ５番議員の江嵜です。通告に従いまして、一般質問をさせてい

ただきます。合併１０年という節目を迎えるに当たり、平成２７年度の藤本町長の

施政方針をお聞きいたしました。平成２７年度予算については、０.７５％減で事
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業の優先順位を厳しく査定し堅実でメリハリのある予算を組みました。総合振興計

画をしっかり基本に置いた、そういうふうに説明があったところです。また、平成

２７年度は「ふるさとの未来を拓く実行の年」と位置付けられました。基本構想の

５項目についても、事業項目を列挙しながら、今までと同じように熱弁を振るわれ

説明を受けたところです。 

この合併１０年という節目を迎えるに当たって、私は一般質問のテーマを小さな

合併の成果についてとして、この１０年間でどのように氷川町が住みやすく住民主

役のまちに変革していったかをスケジュールに従い検証してきました。この８回シ

リーズの検証も、今回を含めあと３回となりました。１０年間の成果がどのような

ものであったかが浮き彫りになってきたなと思っています。 

さて、今回は施策の大綱、「教育の未来について」をテーマとして、小さな合併

の成果についてお伺いします。通告では質問の相手のところに町長と教育長を出し

ていましたが、今日見てみましたところ教育長が抜けていますので、今回総合教育

会議に新年度から変わりますから、町長だけの答弁でもこれは構いません。その施

策の大綱、教育の未来にあります（ア）安心して見守ることができる子育て環境の

充実についての取り組み成果はどのような成果がこの１０年間でできたんでしょう

か。また、（イ）について、子どもの心と体を鍛える教育環境の充実についてとい

うことが謳われていますけれども、その成果はどうなんでしょうか。（ウ）で、地

域づくりと一体となった教育環境づくりの進捗状況はどのように進んできたでしょ

うか。 

２項目目として、平成２７年度の施政方針についてお伺いいたします。（ア）で、

合併１０年目を迎える平成２７年度は、「ふるさとの未来を拓く実行の年」と町長

は位置付けられましたけれども、その真意はどのようなものなんでしょうか。

（イ）で、平成２７年度の新規施策として盛り込まれた４つのテーマ、すこやか赤

ちゃん出産祝金、定住自立圏形成、まち・ひと・しごと地方創生、人口ビジョン策

定、この４項目について、その目的と具体的な取り組みはどのように行われるのか

をご質問いたします。 

以上です。 

○議長（永田義昭君） 江嵜議員の質問事項が２項目ありますので、１項目ずつ行いま

す。 

質問事項１、小さな合併の成果について（第６弾）の（ア）から（ウ）までの答

弁を求めます。町民環境課長。 

○町民環境課長（中島 正君） 第１項目の小さな合併の成果について、教育の未来、

（ア）から（ウ）まで続けて、最初に町民環境課所管事業から答弁させていただき
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ます。 

地域での子育てを支援するための多様な保育ニーズへの対応や医療支援などを進

めるに当たって、多様な保育サービスの充実を図ることを施策の方針として事業に

取り組んでおります。 

まず、保育事業でございますが、保護者等のニーズに即応できるよう公立１園、

私立５園で４００名程度が児童の受け入れを実施し、待機児童が出ないようにして

おります。また、特別保育事業として、１９時までの延長保育や一時預かりを実施

している保育園の窓口となり、調整を実施しております。あわせて、保護者の負担

軽減策も講じており、各保育園に運営費助成を行うなど預けやすい環境づくりに取

り組んでおります。 

次に、放課後児童健全育成事業でございます。共働き等で昼間保護者のいない小

学生を対象とした事業でございますが、委託を受け、各校で保護者会運営により取

り組まれており、１３０名程度の児童が利用しております。 

子育て支援事業でございますが、先ほど答弁しましたように、特別保育はもとよ

り障がいを持つ園児を保育していただけるよう受け入れ園へ財政的な支援を実施し

ております。また、多子世帯に対しても第３子以降の保育料はその子が満２歳の年

度まで無料としております。 

ひとり親家庭等医療費助成事業につきましては、児童医療助成等の医療機関窓口

での現物支給により、申請件数、助成費は半減しておりますが、保護者や高校生の

医療費は従来どおりの償還払いでありますため６１２件の申請がありまして、１０

５万８,０００円の助成を行ったところでございます。なお、病後児保育事業につ

きましては、八代市との連携による取り組みができないか検討しているところでご

ざいます。 

続きまして、②でございますけれども、地域での子育て支援活動の充実や各種グ

ループの連携、交流促進を支援し、そのための拠点機能の強化を図ることを施策の

方針として事業に取り組んでおります。まず、地区まちづくりにおける子育て活動

支援でございますが、各保育園で地域の高齢者とのふれあい活動として、昼食会な

どの交流が行われております。また、運動会や発表会などのイベント時に氷川学園

の入所者を招待し、盛り上げていただいているところでございます。 

次に、子育て支援センター事業及びセンター機能強化に対する検討でございます

が、平成１１年度より設置し、未就園児と保護者を対象として週５日、９時から４

時まで週３日を健康センターで、また２日をふれあいセンターで自由に利用できる

ように開設しております。育児相談や育児講座、乳幼児及び保護者の交流などを行

い、保護者支援も含め、子どもの健やかな成長を支援しております。 
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③でございますが、子育ての基本となる家庭教育力向上のための保護者教育の充

実というテーマでございますが、家庭での子育てを支援するための相談、研修機能

の充実を図るため、直接的な機会はありませんが、子どもの保育だけではなく送迎

の際など、その保護者からの子育てに関する相談に対応しております。 

以上が、本課の取り組み状況でございます。以上でございます。 

○議長（永田義昭君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山下 剛君） 健康福祉課のほうから、（ア）につきましてお答えい

たします。 

身近な地域で安心して子育てができる環境づくりとして、次の事業に取り組んで

います。障がい児タイムケア事業につきましては、平成２５年度に５名、平成２６

年度に８名の日中一時預かりを行いました。障がい児の家族の介護負担の軽減と地

域で児童とその家族がゆとりを持って安心して過ごせる環境づくりにつながってお

ります。 

児童医療費助成事業につきましては、中学３年生までの医療費を無料とし現物給

付としたことで医療機関窓口での医療費負担がなくなり、疾病の早期治療と子育て

支援につながっております。 

母子保健事業につきましては、１３名の母子保健推進員さんの活動により、乳幼

児健診、教室の案内の手紙や子育て支援センターだよりの配布を兼ねて、子育て中

の家庭の訪問・見守りを行っており、訪問時の悩み事の相談等によって母親の精神

的な支えとなり、不安の解消につながっております。 

児童虐待防止体制強化事業につきましては、児童虐待の早期発見・早期対応・発

生予防・見守り活動等の体制づくりと関係機関相互の連携強化を図り児童虐待防止

に努めており、母子保健推進員、保健師の訪問や児童相談所など関係機関との調整、

要保護児童ケース会議の開催により、適切な配慮を行い、児童虐待防止に効果をあ

げております。 

産前産後ホームヘルプサービス事業につきましては、産前産後の体調不良による

家事・育児の困難な家庭に家事等の援助をすることで、母親の育児負担の軽減と精

神的負担の軽減につながっております。 

子育ての基本となる家庭教育力向上のための保護者教育の充実として、次の事業

に取り組んでいます。プレママ・パパ教育の推進につきましては、母子手帳交付時

の母親・父親に対し、健康な子どもを出産し、夫婦ともに育児をしていくための体

の準備、心の準備、環境の準備について学ぶ機会をつくることとして、母子手帳交

付時に保健師による面談を通して、妊娠中の経過を意識的に過ごしてもらうための

学びの場と父親の育児への参加の意識付けになっております。 
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就学前の子どもの親に対しての教育機会の創出につきましては、家庭教育の重要

性やそのあり方を学ぶ機会をつくり、就学前の子どもを持つ親に情報提供すること

を目的に、就学前の５歳児健診時に心理相談員、家庭教育支援員、保健師などが家

庭教育の重要性について講話を行っております。５歳児健診以外にも２カ月訪問か

ら３歳児健診までの専門職種が関わる事業の中で、保健師や心理相談員による子育

てや家庭教育の重要性について学ぶ場をつくっております。 

（イ）についてでございますが、基礎学力向上のための教育プログラムでは、幼

保と小中学校の連携強化としまして、幼稚園・保育園から中学校までの円滑な移行

をめざし、１歳半、３歳児、５歳児健診を通して、小学校就学にあたり支援を必要

とする児童を持つ親への助言や専門機関の紹介を行うことで、児童の就学がスムー

ズに移行できるよう保護者や小学校との連携を図っており、幼稚園・保育園と小学

校の連携会議にて情報提供を行い、就学の円滑な移行支援ができております。 

これで答弁を終わります。 

○議長（永田義昭君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（稲田和也君） 学校教育課より、（イ）の子どもの心と体を鍛える教

育環境の充実についての成果をお答えします。 

まず、①の子どもの心と体を鍛える特色ある学校教育の充実では、目指す子ども

像「ふるさとの大地に輝く氷川っ子」として、氷川町の教育ビジョンを策定し、学

校、家庭、地域社会が一体となって地域とともにある学校づくりを推進しています。

また、毎年教職員、保護者、行政、町民で参加する「次世代育成フォームｉｎ氷川

町」を開催し、関係者が連携し子育てを考える機会となっております。 

基礎学力向上のための教育プログラムでは、小学校では加配教諭による算数の少

人数指導と国語のＴ・Ｔ指導、中学校でも数学、英語の少人数指導を行うことでき

め細やかな授業を実践しています。その結果、全国学力・学習調査では、県や全国

平均を上回る良い成績が出ております。また、平成２７年度に県費負担教職員の指

導主事を教育委員会に配置していただければ、教職員の授業力、学級経営向上等の

指導助言を行い、学校教育の充実を図ってまいりたいと思っております。 

心の教育、相談機能の充実では、中学校２校に教育相談員１名ずつ配置し、児童

生徒、保護者、教職員の不登校、いじめ、悩み等の相談に応じております。不登校

の児童生徒が登校できるようになったり、保健室登校の児童生徒の学習支援を行う

など、効果をあげております。また、特別支援教育支援員を小中学校に計１０名配

置して、さまざまな障がいのある児童生徒に対し、学校生活の介助や学習支援等を

行うなど、特別支援教育の充実につながっております。 

次に、②学校教育に関わる地域の参加促進。小学校で田植え体験など農業の大切
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さを学び、中学校の職場体験学習では地域社会に出向き、体験学習を通して働く楽

しさ、厳しさ、職業に対する興味や関心を高め、キャリア教育の充実につながって

おります。また、総合学習の時間では、地域の各分野の専門の方々を講師として招

くなど、地域との連携が図られております。 

全国でも早く取り組んでいるコミュニティ・スクールでは、学校運営協議会を設

置し、民生児童委員、老人クラブ等の地域住民代表者や保護者等で委員を構成し、

学校運営に意見を反映させる地域とともにある学校づくりを行っております。また、

今後も推進してまいります。今年度はコミュニティ・スクールの連携協議会に加え、

中学校校区拡大運営協議会を新たに立ち上げました。このことにより、更に小中学

校が連携した学校づくりができたところです。 

最後に、③ですが、地域に密着した教育施設の充実と各種教育機関の間での交

流・連携ですが、平成２１年度から進めてまいりました学校施設の校舎等の耐震補

強・大規模改修工事は、今年度の竜北中学校校舎と竜北西部小学校低学年棟の工事

で完了しました。来年度は竜北中学校の武道館・卓球場兼集会場、氷川中学校の体

育館、柔剣道場のそれぞれの吊り天井の改修工事と氷川中学校は老朽化したプール

の改築を予定しております。今後も安心できる学校施設、地域の避難所としての充

実に取り組んでいきますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（永田義昭君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（沖村眞一君） それでは、生涯学習課所管事業につきまして、ご答弁

させていただきます。 

まず、（ア）についてでございます。ＰＴＡ活動支援事業といたしまして、小中

学校の学級懇談会、就学児健康診断などの場で子育てのポイントを身近な話題から

楽しく学んでもらうためのプログラムを実施し、家庭教育力向上がなされておりま

す。 

（イ）でございます。宿泊通学体験事業、町内の小学６年生を対象とし、小学校

ごとに２泊３日で立神峡里地公園に宿泊し、食事、風呂、身の回りの世話などを自

分たちで行い学校に通学するもので、８月から９月にかけて実施し、子どもの自主

性や自立性、協調性を培う機会になっております。 

学校支援地域本部事業でございます。３名の地域教育コーディネーターを配し、

読み聞かせ、学習支援、花壇づくり、持久走や通学の際の見守りなど、老人会や婦

人会などの地域のボランティアにご協力をいただき学校支援がなされ、地域ととも

にある学校づくりに大きな役割を果たしております。 

（ウ）でございます。子ども会関係では、子どもたちに自主性を尊重した事業を

計画させ、会の活性化を行うため子どもリーダー会議を開催し、桜っ子クラブの行
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事を決定するなど、子どもたちによる自主的な取り組みを進めております。また、

ジュニアリーダーの知識や経験を広げ、後輩の相談相手、将来の地域リーダーとな

る人材の育成を行っており、平成２６年度におけるジュニアリーダー会員数は２２

名となっております。ジュニアリーダーの会員増加、研修会等への参加増加等によ

り、親に頼らない子ども会の運営が次第にできているものと思っております。 

ふれ愛スタディ研修交流事業でございます。氷川町、大空町の中学２年生を対象

にした４泊５日の研修事業を実施しました。人材交流、体験学習、また北海道の自

然や歴史を体感し、八代地方と異なった文化等を学ぶ貴重な体験をすることができ

ております。 

生涯学習講座でございます。高齢者の社会性や生きがい、知識と創造力の向上の

ために実施しているふれあい大学ほか、パソコン講座、切り絵講座、絵便り講座、

歴史学講座などを開催いたしました。これらも随時、精査見直しを行いながら、時

代に即しニーズに合ったメニュー作りに努め、各種団体等の自主性を促し支援して

まいりたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（永田義昭君） 江嵜議員。 

○５番（江嵜 悟君） 町長でも教育長でも構いませんので、今の各課長からの説明が

ありましたけれども、大体この「火燃えるまちの未来」、この基本計画を読んでい

ただいた。たぶん、今聞いていただいた町民の皆さん、課長さんの皆さんも再度こ

の教育の未来を見直したんじゃないかなと思いますが、この１０年間の総括として

こういうことをやりましたよと課長さんたち言われましたので、その総括を一言聞

きたいなと思いますが、お願いします。 

○議長（永田義昭君） 町長。 

○町長（藤本一臣君） まずは、小さな合併の効果ということで、第６弾目のご質問を

いただいております。質問いただきますことに、まずはお礼を申し上げたいという

ふうに思いますし、今日も各課長にそれぞれ発言をさせていただきました。発言を

させていただいた、その機会をいただいたことに、まずお礼を申し上げたいと思い

ます。やはり私たちの仕事は、相手に伝える能力が問われる仕事でございまして、

プレゼンテーションを養っていかなくちゃなりません。そういった意味では、この

議場の場で、そういった機会を与えていただいたということは、大変すばらしいこ

とかなと思っております。 

あわせまして、総括ということでございます。１０年間を総括するのはなかなか

一口では難しゅうございますけども、今まで各課長がそれぞれの取り組みにつきま

しては申し述べたとおりでございますし、国が定める基準、あるいは県が定める基



 

－ 121 －

準をきちんとクリアした事業が我が町でも行われていると。そのうえで、私どもの

町独自の取り組みもそれぞれの時々で、それぞれの分野で行ってきております。自

分自身としましては、及第点を与えられる取り組みであったと感じております。 

○議長（永田義昭君） 江嵜議員。 

○５番（江嵜 悟君） 町長のほうが及第点を与えておられますので、総合振興計画に

計上されていて、ちょっと確認したい事項、総括的にはわかりましたので、確認し

たい事項をお伺いします。病後児保育事業を後期でやるんだということが総振のほ

うに謳われています。その病後児保育事業について、どういうふうに今計画がなさ

れているのか、既にやっておられるのか。予算上ではあまりここの部分が見えてこ

ないんですが、ここの進捗状況をお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（永田義昭君） 町民環境課長。 

○町民環境課長（中島 正君） 最初の答弁の中で、早口で申し訳ございませんでした

が、一番最後のほうに病後児保育事業につきましては、八代市との連携による取り

組みができないか検討しているところですということでお答えしたところでござい

ますが、実際にこれにつきましては、後ほど江嵜議員が質問された部分の中にちょ

こっとは触れてくる部分があるかと思いますが、これから定住自立圏形成の中でも

項目として何か検討されるということでありまして、本課におきましては、前もお

話したかと思いますが、先進地事例研修という形で菊池方面のほうの事例を研修し

てきておりますので、それを基にした形で検討を行っていきたいと、協議していき

たいと思っております。 

以上でございます。 

○議長（永田義昭君） 江嵜議員。 

○５番（江嵜 悟君） （ア）の項目については、それ一つにしておきましょう、時間

がありませんので。（イ）の項目の中で、先ほど学校教育課長のほうから説明を受

けました加配教諭ですね。加配教諭で、充実した教育が行われているんだと。国・

県の平均を上回ったんだと。立派な学力をうちの子どもたちは持ってますよという

話に私は取ったんですけども、その項目はどういう項目かといいますと、この加配

教諭によって、小中が連携する。だから、中学校の加配教諭の方が小学校で英語を

教える、算数じゃなくて数学を６年生に教えるというような、そういう小中の連携

のための加配教諭によるという、そういうこの総振では書かれているわけですけど

も、そこの小中連携部分、これは私がこの議員になって６年間、小中高一貫教育を

ずっとお願いをしてきましたというかお話をしてきたというか、教育長も本町に高

校は不要だという表現をされましたので、じゃあ少なくとも小中の一貫教育、連携

というものをこの加配教諭によってどうされているのか。現状ですね。もしやられ
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ていないんだったら、今後どうしたいと考えているのか、どうしますと言われるの

か、そこのところをお願いします。 

○議長（永田義昭君） 教育長。 

○教育長（太田篤洋君） まずは、加配教諭のことでございますが、これは県費負担教

職員を定数外に氷川町の小中学校にぜひ学力向上を掲げて頑張りたいということで

毎年度お願いをしているわけであります。そういう中で、現実問題として、中学校

に加配をしたならば、やはり中学校の数学、英語等での活用といいますか、小学校

では算数、国語、少人数、Ｔ・Ｔというような活用の仕方が今は現状であります。

そういう中で、今後特例的な取り組みがなければ小学校と中学校の交換をして授業

を進めていくというのはなかなか法令上のしばりもありまして難しいところであり

ますが、ぜひそういうところも今後検討していかなければならないのかなと。小中

連携と含めて考えていったときに、そういう発展ということも大事かなと思ったと

ころです。 

それから、２点目は小中一貫連携ということでのご質問であったと受け止めてよ

ございますですか、はい。小中連携は、小中一貫教育の前提として、小学校と中学

校の義務制の６年３年をつなぐ９カ年の教育の手法であると思っております。それ

なぜ大事かというと、小学校６年間から中学校３年間に上がっていくときに、やは

り中１ギャップというのがありまして、どうしても小学校から中学校に行くときに

教科の不安があるとか、あるいは学習についていけないのではないかとか、あるい

は不登校気味の子どもがスムーズに入れるようにとか、あるいは部活動の問題もや

っぱり心配される親御さんもあります。そういうのを緩やかに接続をしていくとい

う意味で、本当に小中連携というのは大切であると思っております。難しい問題も

あるんですけども、学校行事をつないでいくとか一緒にやるとか、小学校から、中

学校から、中学校の教員を小学校に派遣するとか、いろんな形は考えられると思い

ますけれども、そういう連携もコミュニティ・スクール等で中心にしながらも進め

ていかなければならないと思っているところであります。充実させていきたいなと

思っております。 

以上です。 

○議長（永田義昭君） 江嵜議員。 

○５番（江嵜 悟君） 小中一貫教育の加配教諭のところに、総振では謳ってある。し

かし、教育長はできませんよと。それは県職として中学校に配属したものはできま

せんよということですので、例えば町の、まあ氷川中におられた方が町職員として

来られた場合に、その小中一貫教育のはしりとして、少し見ていただくとかという

ことも検討の課題としてはいいんじゃなかろうかと。実は、町長、これ地方消滅ず
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いぶんうたわれてて、この増田元総務大臣が書かれてる本がありますが、その中に、

こういうことが書かれてるんです。今回の町長が出されておりますすこやか赤ちゃ

ん出産祝金とも兼ね合ってきますけども、先ほど町民課長から３児以降の２歳まで

は無料ですよ、保育料は無料ですよという答弁がありましたかね。違いましたかね。

第３児の２歳までは無料、保育料無料ですよという答弁がありましたよね。そのこ

とが、ここに子育ての支援というのが書いてありまして、０歳児保育について非常

に今の状況では難しい、保育課程が難しいので何とかそれをバックアップできない

か、地方ではそういうことを今やっているんだ。また、第３子以降を持つか持たな

いかについては、子育て、教育に要する費用が大きな影響を与えている。このため、

保育や児童教育サービスについて原則として第２子は負担半額、第３子以降は無償

とするような経済的支援策を地方が講じることが重要であると書いてあります。だ

から今、第３児以降、２歳児まで無料という、保育料を例えば２人目は半額にする、

そういうところにお金を使えば、私は今回すこやか赤ちゃん出産祝金１,０００万

円を子どもを産んだ方にお配りすると言われるんですけども、そういうものが総合

振興計画の中にちゃんと謳われてる保育の基準の中にですね。現在は３人目からは

２歳まで保育料無料ですと、それをバックアップしてる。私はこれは非常に良いこ

となので、その枠を広げていくというものにお金を使えば子どもを産みやすい環境

になってくるんじゃないかなと思います。これは教育の未来とすごくこのすこやか

赤ちゃん出産祝金はかかわってきていると思います。これについてはまたあとで質

問しますので、あと残り２４分ですので、次の項目に移っていただいてよろしいで

しょうか、議長。 

○議長（永田義昭君） 次に、質問事項２、平成２７年度の施政方針についての（ア）

から（イ）までの答弁を求めます。町長。 

○町長（藤本一臣君） 質問事項の２点目の平成２７年度の施政方針につきましての

（ア）につきまして、私のほうからお答えをさせていただきたいと思っております。 

氷川町が誕生いたしまして１０年目を迎えております。私が町政を担うこととな

りまして６年目ということでございます。毎年施政方針の中で、その年度のスロー

ガンという形でお示しをし、私自身、あるいは職員、また議員の皆様方、町民の皆

様方に私のその町政に対する姿勢、考え方というものをお示しをし、共有をしてい

ただくという意味で、その一番最たる表現の中でのスローガンをいつも作らせてい

ただいているということでございます。そのことに関するご質問でございます。 

その真意は何かということでございますが、私も含めて皆さん方もでございます

が、任期は４年でございます。それぞれ１期１期で、私どもは結果というものを出

していかなくてはなりません。成果というものを出していかなきゃなりません。そ
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ういった意味で、小さい意味でいいますと、この４年間、私の２期目の大きなくく

り、目標といたしましては、氷川町の未来を拓くためのその礎をぜひ築いていきた

いという思いがございまして、この２期目の大きな目標とさせていただいておりま

す。そのうえで、昨年は出発の年という位置付けをさせていただきました。この４

年間、やらねばならないこと、あるいはこれから先やらねばならないこと等々も含

めまして、いろんな課題の道筋を立てさせていただきました。そのことにつきまし

て、まさに４年のスパンでいいますと、今年がいわゆる実行の年であるという意味

での実行でございます。 

長い、もっと長期のスパンで申し上げますと、先ほどいいましたふるさとの未来

を拓く礎を築くということでございまして、単なる４年間の礎じゃなくて、向こう

１０年、２０年、この氷川町が氷川町として存続をしていくために必要な礎を踏襲

していかなければならない。それは、いろんな事業がございますけれども、これま

でプランを練ってきた、ある程度の研究協議をして方向が決まったもの、大きな事

業が幾つかございますけども、そういったものをきちんと今年度からスタートをさ

せていく、実行していくという意味での実行という言葉を使わせていただきました。 

それともう一つ、まさに１０年目という大きな節目を迎えております。議員も昨

年から先ほどもありました小さな合併の検証という形で、毎回ご質問いただいてお

りまして、まさにありがたく思っております。それぞれの取り組みにつきましての

検証をさせていただいておりますが、やはり町全体として、この１０年間の歩みを、

やっぱり総括する時期にあると思っております。今年はその１年に、平成２７年度

はしていきたいという意味で、いわゆるこの１０年間を振り返りまして、しっかり

やるべきことがなされてきたのか、まだ足らないところがあるんじゃないか、ある

いは変えなければいけないところもあるんじゃないか、当然、総合振興計画に基づ

いて行政を行っておりますので、その中でやはり改めるところは改める、また新た

に取り組むところは取り組んでいく、そういった総括をする年であると、そういっ

た総括を実行したいという思いでございます。そういった意味で、実行の年という

ネーミングを付けさせていただいたとご理解をいただきたいと思っております。 

この１０年間をしっかりと振り返り、現実を踏まえ、そして将来に向かったさら

なる前進を、展望を求めてこの１年間、平成２７年度もしっかり頑張ってまいりた

いと思っております。 

○議長（永田義昭君） 町民環境課長。 

○町民環境課長（中島 正君） 続きまして、（イ）でございますけれども、その中の

すこやか赤ちゃん出産祝金について、所管でございます本課が行います平成２７年

４月１日の新生児から適用する当事業は、今回の３月定例議会に条例の制定をお願



 

－ 125 －

いすべく、議案として提出させていただいております。 

次代を担う子の誕生を祝福し、すこやかな成長を願うとともに、子育てを支援し、

少子高齢化社会に対応する活力ある社会を築き、あわせて住民生活の安定を図るこ

とを目的とした事業でございます。支給要件を付しておりますが、出生した子の順

位により、第１子から第３子までは１子ごとに１０万円を、第４子には３０万円、

第５子以降は１子ごとに５０万円を支給するものとし、施行規則で運用することと

しております。現時点では、その施行規則の詳細な内容を検討しているところでご

ざいますが、ご家族にとっても待ち望まれた赤ちゃんの出生であると同時に町の宝

でありますので、町も一緒になって祝福できればという考えでおります。 

以上でございます。 

○議長（永田義昭君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（森田寿也君） それでは、企画財政課より、定住自立圏形成、まち・

ひと・しごと地方創生本部会議、それから人口ビジョン対策につきまして述べさせ

ていただきたいと思います。 

まず、定住自立圏形成につきまして回答いたしますが、これにつきましては、本

会議の中でも追加提案のときにご説明申し上げましたが、再度ご説明させていただ

きたいと思います。国の施策でありますが、人口５万人以上などの条件を満たす中

心市、八代市と周辺町村、氷川町でございますが、八代地域を圏域として一対一で

生活機能の強化、結び付きネットワークの強化、圏域マネジメント能力の強化の三

つの観点で連携し、取り組みを協力して行う事業に対し財政措置を行われるもので

ございます。内容といたしましては、八代圏域における人口減少、少子高齢化への

対策等、単独で解決できない問題等を相互に役割分担し、連携・協力することによ

り、圏域全体で必要な生活機能を確保し、地方圏への人口定住を促進する自治体間

連携の取り組みを行うものでございます。先ほど申し上げましたが、定住自立圏構

想の三つの観点を基本といたしまして、具体的な取り組みを定住自立圏共生ビジョ

ンの中で策定することが必須の条件となっております。このビジョンを策定にする

に当たりましては、それぞれの所管部署等で取り組み内容を練り上げまして、具体

的な内容を両市町の合意形成により協議・検討を行い、共生ビジョン策定に係る意

思決定を図る機関や分野会議の調整、まとめを担当する機関、ビジョン策定詳細取

り組みの内容を各分野の有識者１０名から１５名程度でつくる委員を選定いたしま

して、意見交換をいたしまして、提言を行う仮称ですが懇談会を開催し、ビジョン

を策定していきたいと思っています。そのビジョンに基づき連携・協力して事業を

取り組んでまいります。 

現時点での具体的な取り組みとしては、検討しているものが幾つか考えられます
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が、１、生活機能の強化に係る分野では、病児・病後児保育、先ほど申されました

が、係る事業を氷川町ではまだ行っていませんので、八代市と連携し、受け入れら

れる施設等の確保、拡充を行いたいと考えています。 

続きまして、まち・ひと・しごと創生本部会議、人口ビジョン策定につきまして

でございますが、これにつきましては、国がまち・ひと・しごと創生本部で基本方

針を決定され、平成２６年１１月２８日に創生法を施行されました。それに基づき

まして、地方公共団体の責務ということで、その基本理念に則りまして、国と適切

な役割分担の下、地方公共団体の地域の実情に応じた自主的な施策を策定し、実施

する責務を有する。市町村は、国・県が定めるまち・ひと・しごと創生総合戦略を

勘案し、当該市町村の実情に応じたまち・ひと・しごと創生に関する施策について

基本的な計画を定めるように努めなければならないということが規定されておりま

す。 

そこで、当町では平成２７年１月５日にまち・ひと・しごと創生本部会議を設置

いたしました。それから、今後の総合戦略に係る事業等を各課から提言していただ

きまして、意見交換を行ったところです。その後、１月２３日にまち・ひと・しご

と創生本部会議を開催いたしまして、地域住民生活等緊急支援のための交付金に関

する県での説明会資料を基に説明を行うとともに、当町で取り組める事業の検討を

いたしまして、事業の選択を行い、この本部会議の結果に基づき県へ概要等協議を

し、県より国へ事前協議を行っていただき、今回、交付金事業を平成２６年度の３

月に補正予算として計上させていただいております。本町の創生本部会議において

は、今後総合戦略の策定をする際には、まち・ひと・しごと創生の政策５原則に基

づきまして、つくってまいりたいと考えているところでございます。 

また、総合戦略を策定するためには、基礎資料といたしまして人口ビジョンの策

定も必須となっております。中長期的に人口将来展望といたしまして、ビジョンの

期間を２０６０年を基本としてあります。地域の実情に応じましては、期間を２０

４０年等の設定ができますとなっております。総合戦略の中では、５年間の計画で

人口ビジョンの途中年次の結果を記載することとなっております。人口ビジョンの

策定は人口動向分析、総人口や年齢区分人口、出生数、死亡数、転入、転出数等の

状況分析、それと氷川町の規模（面積、職業別の人口）に合った人口も含めた人口

動向、階級将来人口の推計と分析、出生率や移動率を仮定した総人口の推移などを

分析するなり、住民へ結婚、出産に関する意識や希望、移住の現状や希望、大学卒

業後の地元就職の現状や希望等の調査分析により検討していく必要があると考えて

おります。 

総合戦略の策定に当たりましては、住民代表で産業界、行政機関、大学、金融機
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関、労働団体（産官学勤労）で構成する推進組織等を設置し審議するなど、広く意

見が反映されるようにすることとなっております。また、議会と執行部が車の両輪

となりまして推進し、総合戦略の策定段階や効果検証の段階において、十分な審議

が行われるようにすることが国の基本的な考え方でございます。 

このような基本的な考え方によりまして、平成２７年度内に具体的な取り組み内

容を関係課と連携し総合戦略を策定するように進めてまいりますので、ご理解いた

だくとともにご協力とご指導、ご支援いただきますようお願いいたしたいと思って

おります。 

○議長（永田義昭君） 江嵜議員。 

○５番（江嵜 悟君） 本当に詳しい説明ありがとうございました。よくわかりました。

聞きたいところ結構あるんですけど、その聞きたいところとは全然違う説明だった

もんだから、非常にあと９分しかなくて、どうやってしようかと思って悩んでいる

ところなんですが、まず、すこやか赤ちゃん出産祝金ですね。これ、私反対です。

なぜなら、この中身見らせていただきますと条例として非常にまずい条例。いろい

ろなこの条件が関わってきたときに、この場合には払うか払わないかというような、

そういう事例がたくさん出てきそうな気がします。受給後も引き続き１年以内いな

さいと言って、じゃあ誰がいればいいんですか。子どもがいればいいんですか、両

親がいなければいけないんですかというようなところが一切わからない。子どもが

いなくてもお母さんだけいればいいんですかということもわからない。これについ

ては、やはりもっと法務委員会、専門家、県、こういうところとやはりすり合わせ

をして勉強をして、先ほど課長は規則で定めます。規則で定めるときに、この支給

条例の上位になるような規則は定められないんですよ。だから、私はこの条例はも

っと基本的にやらなければいけないと思いますよ。墓地公苑条例もそうだった。墓

地公苑条例の言葉遣いについても、これは条例で使わないような言葉を使ってる。

こういうものも総務課長は後日、次の議会で訂正します。墓地公苑条例、今回出さ

なくてもいいじゃないですか。この条例だって、私は赤ちゃんが生まれたときにす

ぐ町長が行って「はい、１０万円」ってやるような、そういう配るような施策は必

要ないと思います。先ほど言ったように、この町村消滅で書いてあるように、子ど

もが保育に出せればお母さんたちは仕事ができる。お父さんたちが仕事ができる、

そういうふうな、私はまちにすべきだと思います。お金を配ればいいという問題じ

ゃない。この子どもを育てていけれるか、育てていけれる環境をつくるのが町長が

やらなければいけない施策ですよ。「いや、誕生おめでとう。はい、１０万円やり

ます。」そういう施策を町民の方は望んでいないと思います。それこそ１０万円も

らって１年間いなさい。１年間おられずに転勤で出て行った。そういうときには１
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０万円を取り戻しに職員が行かなければいけないんです。ただ、町長がその分返還

を命ずることができるって書いてあるから、もう転勤で出て行ったなら、町長がそ

んなら返還せんでよかですよって決めてしまえば、それは返還しなくても済む。そ

れがこの条例です。やっぱりこういう条例はいけません。１年間いなければいけな

いならば、ここで生まれて１年後に１歳のお誕生日おめでとうございますで、もし

配るとするなら、そういうやり方を、取り戻さなくてもいいような条例にしなけれ

ばいけないと思います。 

で、このまち・ひと・しごと、あと５分ですので、まち・ひと・しごと創生本部

会議の設置要綱を見ました、読みました。基本的には企画課長、これは人口問題に

関してをベースとしていることですよね。だから先ほどの人口ビジョン策定もこれ

とセットになっていますよという話です。この地方消滅の増田元大臣が書かれてる、

先ほど課長が言った２０４０年には氷川町は何人になると書いてあるか知っておら

れますか。実は、このままでいけば２０１０年１万２,７１５人ですけれども、２

０４０年には８,０００人になります。３０年後は８,０００人になります。若年女

性は１,１９５人、現在います。それが５７９人になって、半分はもう人口が、若

年女性の人口がいなくなりますと、氷川町はそうなりますよとここに明記されてる

んですよ。まち・ひと・しごと戦略で、じゃあどういうふうにこの人口ビジョンを

立てていくのかといったときに、この増田さん言っております。地域が生きる３つ

のモデルというのが書いてあります。こういう地方をつくらないと人口は８,００

０人、氷川町は８,０００人に減りますよと書いてあります。そのやり方が６つの

モデルとして、頑張っている町村を例に挙げて、ここにずっと詳しく書いてありま

す。これをぜひ読んでいただいて、この氷川町はどういう形の人口モデルをつくっ

ていくのか、人口ビジョンをつくっていくのかというところをぜひ私はやっていた

だきたい。ここには石川県の河北町、秋田県の大潟村、たくさんの成功している事

例が書いてあります。課長、ぜひこういう町、村に行って、どういうふうなこの人

口増対策をやっているか。少なくとも人口維持対策ですね。そういうふうなことを

勉強していただきたいなと。 

そこで、町長、ここで我が氷川町について、その人口ビジョンをつくるに当たっ

て、どういうふうなこの氷川町の方向性を、人口対策に対する方向性をもってやる

か。まち・ひと・しごとでくれる補助金だけを対象に創生本部をつくるということ

じゃなくて、先ほども定住自立圏形成、先ほど企画課長の説明を受けていると、補

助金が八代市に７,５００万円、氷川町に２,５００万円来るから、これやりますよ

としか聞こえない。本当は八代市と氷川町は一体だから、補助金がなくてもこのよ

うな連携を自立圏形成をやるべきだろうなと思いますが、このまち・ひと・しごと
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において、本町の農業は主幹産業だっていうことだけじゃなくて、今後これから先、

先ほど町長が言われた１０年間を振り返った後、ふるさとの未来を拓く実行の年と

して、この後どういうふうに人口ビジョンを考えていかれるか。時間過ぎましたの

で、すみませんが、短くいいです。 

○議長（永田義昭君） 町長。 

○町長（藤本一臣君） ぜひ延長してあと１時間ぐらいしゃべりたいぐらいでございま

すが、まさに先ほどから議員おっしゃっておりますお金が来るから何かをやるとい

うことじゃございません。決してございません。これまでも人口減少のために旧町

時代から、それぞれの時代から努力をしてきてますよ。それでも減ってきた現実が

ございます。これは致し方ございません。それはしっかり受け止めて、じゃあこれ

からどうやっていくんだという話をしっかりせなならんと思っております。まさに

遅きに失するんですよ。国が今さら地方創生だと。今まで頑張ってきておりますよ。

これからも頑張ってまいります。そういった視点で、しっかりとまち・ひと・しご

とが目指すもの、まさに少子高齢化に歯止めをとめて、そしてその地域でいきいき

と生活できるまちをつくっていくということでございますので、そういった視点で、

しっかりと議論をしていきたいと思っております。 

あわせまして、先ほどのすこやか赤ちゃんの話が出ました。議員は反対というこ

とでございますが、私はやはり結婚、出産、それから子育て、そういった一連の流

れがあると思っております。そういったところをしっかりとその場面場面でご支援

をしていくということが大切と思っておりまして、まず結婚するのにはしっかり結

婚をみんなでお祝いしようじゃないか。そして、妊娠をしたなら健康な赤ちゃんが

生まれるような、育むような保健指導をしようじゃないか。生まれたならば、出生

したならばぜひ頑張って育ててねというお祝いをやる、そしてまた子育ての部分は

しっかり医療費なり、あるいはその環境を整えるというところで応援をしていく、

これはやはり全体的にずっとつながっていかなならんと思っておりまして、その部

分での出産のお祝いでございまして、まさに出生率を高めていかなならないという

大きな名代がございます。そういった中で、少しでもそういったお手伝いになれば

なという思いで今回条例を提出しておりますので、条例の中身のまさにプロでござ

いますから、もう少し詳しくしっかり謳えよというところはしっかりとまた受け止

めて、必要があれば見直しをさせていただきたいと思っておりますけど、まずはそ

ういった姿勢を示させていただきたいという思いでございます。 

また、今本を、前の総務大臣のご紹介ございました。まさに見方によってはそう

いった見方もある。しかし、違う見方も私はあると思っておりまして、やはり私ど

ものこの自治体の規模にあった、人口規模あるいはビジョンというものをしっかり



 

－ 130 －

と立てていきたいと思いますし、そのために何をしなければならないのかというの

がまたその先に見えてくるのかなと思っております。そういったときには、どうぞ

皆さま方からも大いにご提言、ご指導いただけたらなと思っておりまして、いずれ

にしましてもお金を目的にやる事業ではないということをはっきり明言したいと思

っております。 

○５番（江嵜 悟君） 終わります。 

○議長（永田義昭君） 以上で、江嵜議員の一般質問を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（永田義昭君） 本日の日程は、全部終了しました。 

本日は、これで散会します。どうもお疲れでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後２時３１分 


